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1 は じめ に

 この度 、京都大学附属 図書館 が60に およぶ学内の図書館 ・室 とともに、外部評価 を求 めることとな

った。歴史 を誇 る大規模 な大学において図書館 システムの総合 的な評価 を行 うことはきわめて困難で

ある。国立大学の附属 図書館で この よ うな外部評価が行 われ るのは3館 目と され ること自身 が、それ

を物語ってい る。その意眛で、創立百周年 を迎 える京都大学附属図書館 が、図書館 システム全体の外

部評価 に踏み切った こと自体、きわめて特筆 に値 することであ り、高 く評価 したい。

 大学図書館は、学習支援 、研究支援、資料の保存 ・管理、学外への情報発信 な ど、多様 な機能 を背

負 っている。 これ らの機能間の比重 は歴史的に変化 してきた し、長 い歴 史 をもつ総合大学で は、経緯

や成 り立 ちの異なる図書館 ・室が共存す るのが一般的である。その ため、図書館 システムは その内部

に異質 な性格 や方針 をもった図書館 ・室 を内包 しなけれ ばならない ことが多い。 この ことが、それ ぞ

れの大学での独特の運営方針 や 「知恵」 を生み出 して きてい る。 したが って、今 日の状況 において、

何の制約 もなく新 たに構想す る場合 に比べれば、総合大学の図書館 は多かれ少 なかれ、機 能不整合 を

起 こしているといって も過言ではない。

 その意味で、 この外部評価において指摘す ることの多 くは、京都 大学の図書館 システムに固有の こ

ととい うよ りも、む しろ多 くの総合大学が共通 して直面 している問題 とい うべ きもので ある。まず最

初に、 この点 を確認 し、お断 りして おきたい。 しか し、他方 では、京都大学 では この共通の問題 が京

都大学的に現れていることもまた否定はできない。

2 京都大学附属図書館の先進性

 京都大学附属図書館 は、伝統的 な大学図書館の殻 を破 って、多 くの先進 的な取 り組み を行 って きて

いる。例 えば、電子図書館化への道 を先端的に切 り開いて きたことは周知の事実で あり、平成10年1

月には 「京都大学電子図書館 システ ム」 を稼働 させ、附属 図書館所蔵資料 の積極的 な公開 を行 ってい

る。 また、大学図書館の市民開放 にも積極的に取 り組んで きてい る。その結果 、国家公務員の週休完

全2日 制が導入 された平成4年5月 か らの土曜 日開館 に引 き続いて、平成7年5月 から日曜 日開館 に

踏み切 っている。 さらに、毎年1回 、貴重資料等の公開展示 を行 うな ど、地域社会への貢献 に も取 り

組んでいる。今回の百周年 に際 して も、小 中高生 にまで対象 を広 げた展示 を行 うなど、独特の取 り組

みを進めてい る。

 学内的には、平成10年 度か ら全学共通科 目 「情報探索入門」の提供部局 とな り、新 しい教育支援 の

あり方 を模索 している。学部教員の支援 があるとはいえ、専任教員 をもたない附属図書館 が全学的な

科 目提供部局 となることはきわめて異例である。

 加 えて、京都大学附属図書館 は、国立大学図書館協議会の副会長館 、常務理事館、各種委員会 のア

クテ ィブ ・メ ンバー として活躍す るとともに、長年 にわたって近畿地区国公立大学図書館協議会 の主

査館 を引 き受 け、講演会等各種年間事業の企画 ・立案 ・実施 に指導 的な役割 を果た して きた。 これ ら

の活動は、大学図書館界の全体 としての機能向上 に大 きく貢献 してお り、高 く評価 されてよい。

3 図書館システムの理念=調 整 された分散方式

 京都大学の図書館 システムは附属図書館 と60に およぶ図書館 ・室か ら構成 されて いる。 それ らは、

相互 にネ ッ トワークを形成 し、「調整 され た分散方式」の もとに運営 され るもの とされてい る。大 学図

書館 が中央集 中方式 をとるか、分散方式 をとるかは、議論の分かれ るところで はあるが、 それぞれに

それが成 り立つ現実的 な条件 が存在 してお り、私 自身は どちらか一方 を是 とす ることがで きるとは考

えていない。京都大学の歴史 と規模 を考 えるとき、この 「調整 され た分散 方式」はひ とつの あり方 と

して評価 で きるだろう。問題 は、 この 「調整 された」が、どれだけの内実 を伴 っているかで ある。 こ
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れ をうま く実現 しなければ、図書館 システムは多 くの部局図書館 ・室の単 なる集合体の域 を超 えるこ

とはで きない。

 図書館 システムが健全 に機能す るためには、少な くとも次 の4点 が準備 されていなければな らない。

第1に 附属 図書館 と部局 図書館 ・室 との機能分担関係の明確化、第2に 機能分担 に対応 した収書体制

と予算措置、第3に 図書館 システム全体 としてのサービス提供 、第4に 図書館 システムを全体 として

運営す る組織体制 である。以下、これ らの点 について個別的に検討す る。

4 附属図書館 と部局図書館 ・室の機能分担

 先 に大学図書館 には多様 な機能が存在す ることを指摘 したが、現実問題 としては中で も研究支援機

能が最 も強調 され る傾 向に あったと見てよいだろ う。大学 における教育が教員 の研究活動 を通 しての

教育 であることを考 えると、 この ことはある意味では当然の ことともい える。 しか し、同時に、大学

におけ る意思決定のほ とん どが教員組織によって担われてきた ことが、 この傾向 を加速 させてきた こ

とも間違 いない。 これ は京都大学に限 らない、一般的な傾 向 として指摘す ることができる。

 その結果、教員 によ り近い位置に存在す る部局図書館 ・室 はほ とんど研究図書館 に特化 して きたの

が現状で あろう。 そのため、学習図書館の機能は、専任教員 と独 自の学生 を もたない全学の共通施設

と しての附属図書館 の機能 とされ ることが多かったD京 都大学の場合 にも、基本的には、部局図書館

が研究支援 に特化 し、附属 図書館が学習支援 を含 む多様 な機 能 を引 き受 けるとい う形 をとっているよ

うに思われ る。

 分散方式 を採用す る大学図書館の機能分担の相互調整 は もともとの課題 であったが、それ をさらに

深刻 なもの としたのが教養部の改組であった。京都大学の場合、 この改組 に伴 って教養部が廃止 され、

代わ って総合人間学部が設置 された。その結果、教養部 図書館 は総合人間学部図書館 に姿 を変 えるこ

ととなった。教養部図書館時代には学習図書館 としての性格 を強 くもっていたが、 この改組によって、

それ までの図書資料 を全面的に引 き継 ぎなが ら、学部における研究 図書館 としての性格 をあわせ もつ

よ うになつた。 その ことは京都大学 図書館 システムにおける学習図書館機能の低下 をもたらさずには

おかない。

 教養部 が廃止 された ことによって、学部学生は第1年 次 か ら学部 と強い接触 を もつ よ うになる。必

然的 に、学部 学生、 それ も1・2年 次生の部局図書館 ・室への期待 が高 まる。 これ はある意味で は、

総合人間学部図書館 が学習図書館機能 を低下 させ たことの反射である ともい えるが、部局図書館 ・室

で はこうした学習支援機 能への期待 が研究支援機能への浸食 として理解 され がちで、む しろその対応

に苦慮 しているのが現実で あるように思われる。

 その意味で 、少 な くとも現状では、学習図書館機能 を果 たすべ き位置 にあるの は、附属図書館 をお

いて他 には見 あた らない。部局図書館 ・室 においては研究支援機能に特化 したい とい う力がはたらく。

分散型の図書 館 システムが形成 される以土、 この形の機能分担 もむ しろ自然である とも考 えられ る。

しか し、現実 は、理念 に したがってそ うなっているとい うよ りも、いわば部局図書館 ・室 が人員面 の

問題 をも含 めて学習支援機 能 を担 えない ことか ら結果 として そ うなったに過 ぎないよ うに思われ る。

その結果、学習図書館機 能 を責任 をもって担 う体制が整備 されている とはいいがたい状況 となってい

る。

 た しかに、研究用 と学習用の図書館 を明確に区別す ることに困難 は多い。両者 は密接 に関連 してい

る。 しか し、 だか らとい って両者 を瞹昧にす るのではな く、例 えば学習図書館機能は基本的には部局

図書館 ・室で は担わず、附属 図書館 に委任す るといった、機 能分担 についての 明確な確認 があって も

よいのではないか と考 え られ る。

5 収書体制 と予算措置

 上の機能分 担 は、必然的 に図書館 ・室の蔵書構 成に反映 され る。教員の研究 に必要な図書資料 は、

基本的には部局図書館 ・室でその部局の教員 自身の判断で決定 され、収集 され る。それ に対 して、学

部学生 を中心 とす る学習用図書 は附属図書館 で購 入 され、利用 に供 され る。 ここで特 に重要なの は、

予算措置 と選書の タイ ミングであるo
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 京都大学の場合、附属 図書館の図書経 費(大 型 コレクシ ョンを除 いた図書購 入費)は 年間 およそ6

千万 円で あるが、文部省配 当の約3千2百 万 円はほぼ継続資料 に充 当 されてお り、新規購入 は学長裁

量経費 として配分 されている2千8百 万 円程度にとどまっている。

 しか も、近年 、文部省 か らの配 当分が減額 されてお り、継続資料の 中止のやむ なきにいた っている

状況 にある。これでは附属図書館 が学習図書館 として健全 に機能す る ことはきわ めて困難で あるとい

わ ざるをえない。

 各部局が当該部局の学生 に対する学習支援機能 を附属 図書館 に委任 ない し期 待す るので あれば、文

部省 か ら部局 に配分 され る教育授業費の中の一定割合が、学習用図書費 と して附属 図書館 に振 り向 け

られ るのが、む しろ当然 だと考 えられ る。研究用予算 も厳 しい時期 にこの ような配分方式の変更 を行

うことには困難 は伴 うが、図書館 ・室の機能分担 を明確 に しようとすれば、必然的に この問題 に直面

せ ざるをえない。部局図書館 ・室 が学習用図書費 と して必要な予算 を拠出す ることな く研 究支援機能

に特化す ることは、部局の教育 および学習支援機能の重要 な一部 を放棄す るに も等 しいと考 えるべ き

ではないだろ うか。

 いまひ とつ重要な ことは、学習用図書 の選書方法である。 ここで決定的に重 要な ことは、出版 され

た重要な図書資料が遅滞 な く学生の利 用に供 されるとい う点である。現行 の学長裁量経費に依存す る

ので は、予算の確定 が下期 にまでずれ込 み、そ こで一括 して購入 され るとい うことにな り、図書資料

の入手 までに遅滞 が生 じることは避 けられない。 さらに、購入図書の決定 は担 当職員 が作成 した選書

リス トに基づいて各部局の教 員(商 議会委員)が 行 うもの とされてい るが、教 員の協力が どの程度 ま

で得 られ るか によって、執行 が左右 され ることになりかね ない。学生 によりよい情報 を、よ り早 く提

供す るためには、例 えば予算の一定割合 を司書の判断 によって執行 で きるよ うな制度を考 えるなど、

安定 した選書体制 を確立す る必要があるよ うに思われ る。

6 図書館 システム と してのサ 一ビス提供

 部局図書館 ・室 が研究図書館 として機能す るといって も、その部局 の全教員 のすべてのニーズに応

えることはで きない。研究が学際化するに したがって、伝統的な部局 の壁 を超 えて研究は広 がってい

く。 この とき、部局図書館 ・室 は、収集す る図書資料の重複調整 と共 同利用 とい う2つ の問題 に直面

す る。

 伝統 的に、部局 内での図書予算の執行 についてはその部局内部で行 うことが原則 とされている。 し

たがって、部局内に図書(選 定)委 員会 が設置 され ることはあって も、部局間 で この ような調整が行

われ ることはまずなか った。予算が潤沢で あればまだそれで も利 用の便利 さを優先す ることもで きる

が、部局 において も予算が厳 しさを増す とすれば、当然 このような関連部局間の重複調整 は現実的な

検討課題 とならなければな らない。

 しか し、そのためには共 同利用体制 が確立 されていなければな らない。共同利用 が実現す るために

は、情報の一元 的検索が可能で あり、学内のデ リバ リーシステムが確立 され るこ とはもちろん必要で

あるが、それ以前 に図書資料 が公共の財産 として維持管理 され るべ きだ とい う原則 が確認 されていな

ければならない。特 に、研究室所蔵 図書 を共 同利用可能 な図書 とす る努 力が欠かせない。その意味で、

研究室所蔵 とい う制度の見直 しは避 けることがで きない ように思 われ る。 そ して、 この研究室所蔵図

書の見直 しは、おそ らく図書の選定における偏 りと重複の問題 にまで及ぶで あろ う。 こうした共同利

用 を図 ることこそが、結局 はより多 くの図書資料の効率的な利用 につ ながるの だ とい う点 につ いて、

教員層への理解 を求めるさまざまな努力が必要になる。

 情報の一元管理 とい う点で特 に問題 になるのは、OPACへ の入力 が、特 に一部の部局図書館 ・室

で大 きく立ち遅れてい ることで ある。現状では,OPACへ の入力 は各部局の図書館 ・室 の判断 に委

ね られてい るよ うで あるが、その進め方 につ いて、全学的な方 向性の確認が必要 になって いるのでは

ないか。実際の作業 と予算 をどこが担 うか という問題は あるものの 、利 用頻 度の比較 的高 い図書 資料

につ いて は、OPACに よって学内の どこか らで も検索 して、所在 を確かめ ることので きる体制 を早

急に確立 しなければな らない。

この際、部局図書館 ・室 におけ る独 自分類 の問題 は、現段階で はほとん ど問題 にな らな くな ってい
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るもの と思 われ る。OPACに よって図書館 ・室名 と配架場所が明示 され さえすれば、利用者 は容易

にその資料にアクセスす ることはで きる。

 さらに、デ リバ リーシステムの整備が求め られ るが、これはに単にピ ッキ ング された図書 を搬送す

るというだ けではな く、大学間のILLに 必要 なすべ ての作業 がこれに含 まれ る。注文 を受け、 ピッ

キ ング し、出納手続 きをして、搬送す る。 この作業が正確 に、短時間で、 どの部局で も行 えるとい う

のが理想 で あろうが、特 に相互貸借の機会の多い図書館 ・室 はこの体制 を整備 しておかなければ なら

ない。

 しか し、現実 には この ような共 同利用体制が整備 されてい るとはいいがたい。相互貸借の要求 には

とて も耐 えられない図書館 ・室が少 なか らず存在 しているように さえ思われ る。これ まで共同利用の

発想 がなか ったか ら、その必要 もなか ったとい うのが実状であろ うが、 いまとなっては共同利用体制

の不充分 さが、共 同利用 に向けての部局問の取 り組みを阻害す る側面 をもつ というの も否定できない。

鶏が先か卵 が先 かの議論 に もなるが、共同利 用の ための インフラ整備 をまず進 めるべ きではない だろ

うか。

7 全学的な図書館 システムの運営体制

 「調整 された分散方式」 は当然 の こととして 「調整」 を現実的 に担 う組織 を必要 とす る。京都大学

の場合 には、附属 図書館 の意思決定機関 として商議会 が準備 されているが、 ここでは附属図書館 に関

す る事項 のみ が審議 され、部局の図書館 ・室に関する事項は審議事項 とはなっていない。 したがって、

この商議会 において図書館 システムの調整 を行 うことは制度的にで きない。

 それに代わ る組織 としては、隔月に開催 されてい る 「部局図書系 との事務連絡会議」 があるだけで

ある。 しか し、 これは60に もおよぶ図書館 ・室 の事務連絡会議 にす ぎない。 したがって、大学図書館

システムを戦略的に調整 す るといった役割 を担 うことはで きない。それ ゆえ、「調整 された分散方式」

とはい うものの、具体 的 な調整 は行われず、か ろうじて 「見 えざる神 の手」 に期待す るもの となって

いるが、ここでは神の手が有効にはた らいているとは とて もいえない。

 もちろん、現行 の商 議会 の審議 事項 を改正 して、部局図書館 ・室 との調整問題 を含め ることは可能

であるか もしれ ない。 しか し、商議会が各部局の長 を含 んだ委員会であることを考 えれば、時間 をか

けて図書館 システムの あ り方 を議論す る場 となることは、絶望的で あろ う。そ うなると、別途 に全学

の図書館 システムその もの を射程に入れて検討す る機 関が必要 になるよ うに思われ る。その際特 に重

要 なことは、 この機 関が各部局の利害の表明 と調整の場 とならない ことで ある。京都大学全体 と して

の図書館 システムの あ り方 を検討す る機関の設置が強 く求め られる。

8 より統合 された分散方式の可能性

 私 は 「調整 され た分散方式」 は、それが健全に機能す る限 り、京都大学 における図書館 システムの

ひ とつの具体的 な姿 で あると考 えている。 しか し、現状 は 「調整 された」 とはいいがたい状況の まま

に放置 され てきたので はないか。 この点 を改めて確認 し、その本来の理念 に沿 って調整 を実効 あるも

のとすることが重要 であるように思われ る。

 とはい え、60と い う膨 大な数の図書館 ・室 を調整す ることは現実的 には多くの困難 が予想 され るし、

おそ らくは調整 の要の役割 をはたすであろ う附属図書館 に多大の負荷 がかか ることに もなるだろ う。

さらに、共 同利用体制 を整備 してい こうとすれば、各部局図書館 ・室 は部局の外 に向かったサービス

を提供 しなけれ ばな らず、部局図書館 ・室の負荷 も大 きくなる。こうした負荷 をで きるだけ小 さくし

なが ら調整 の実 をあげるためには、専門分野 が比較的類似 し、部局の立地条件 が近接 している比較的

小規模な図書館 ・室の統合 も、現実的な課題 として浮かび上がって くるか もしれない。その意味では、

宇治地区の5研 究所 が共通図書室 をもったのは注 目すべ き実験だとい うことができる。

 予算的な厳 しさが将来 にわたって簡単に解消 されるとは思われない。そのため外部資金の導入や業

務の一部 のアウ トソーシ ングを検討することは間違いな く重要になるであろう。 しか し、問題の解決

を安易に外 部に求 めるの ではな く、学内における予算の より効率 的な執行 を通 してのサ ービスの向上

がそれ以上 に厳 しく追求 され るべ きではないだろうか。それ なしには、図書館 システムとしての真の
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問題の所在か ら目を背 けることにもな りかね ないであろう。

9 むすび

 京都大学 附属図書館 はわが国で も有数の大学図書館 として先進的 な役 割 をはた して きた し、各部局

図書館 ・室 もそれぞれの部局 におけ る研究支援機能 を一身 に担 って きた。京都大学 の図書館 システ ム

は基本的には研究支援機能 をベースに組み立て られてきたといって もよい。その結果、「調整 された分

散方式」はその名称 とは裏腹 に、各部局図書館 ・室の独自性 を最大限 に尊重す る方式 となって きたよ

うに思われ る。 しか し、このことは大学図書館の もうひ とつの大 きな機 能で ある学習支援 を犠牲 にす

ることな しにはありえなかった。 さらに、大学図書館 をめぐる予算制約 は近年厳 しさを増 して きた し、

今後 もいっそ う厳 しくなることが予想 され る。 これ らの ことは、これ までの よ うな部局の最大限の独

自性 を前提 と した 「調整方式」の継続 が事実上 困難 となっていることを意味 して い るので はないか。

これが今回、京都大学図書館 システムを外部か ら観察 して最 も印象づけ られ た点であった。

 そのため、以上のコメ ン トは 「調整 された分散方式」の実効性 に終 始 した感が あるが、その中で特

に強調 してお きたかった基本的 な視点 は、次 の2点 で ある。第1は 、大学図書館 において は研究支援

はきわめて重要ではあるがその機能 の一部にす ぎない こと、学習支援機 能の重要性 は大学院が部局化

された後で も決 して変 わるもので はないこと、図書館 システムは学習支援機能 をその システムの中に

正当に位置 づけなけれ ばならない こと、そして学習支援機能は基本的 に学生の側か ら発想 されなけれ

ばな らない ことであった。

 第2は 、研究機能 を重視する場合 で もそうであるが、大学図書館が収集す る図書 資料 は一部の構成

員の ものではな く、公共財 として広 く共同利 用に供 され るべ きだ とい う点で ある。京都大学に限 った

ことではないが、大学 図書館 では伝統 的に教員個人あるいは講座 、教室等 が、長期 にわたって図書資

料 を独 占的に占有す る傾向 にあった。 しか し、図書館 は本来、 これ ら図書資料の共同利用機 関なの で

あって、その基本理念 をいま一度 、強 く確認す る必要があるように思われる。

14



京都大学図書館外部評価報告書

東北福祉大学教授、附属図書館長

         及 川  三千男

1 意義、果 た して来 た役割

 附属図書館 は、大学の創設 と時を同 じくして誕生 し、共 にその歴史 を歩 んで きま した。いま創立百

年 とい う節 目をむかえた京都大学附属図書館は、将来 に向 けた新 たな展望のために第三者 による客観

的な指標 と公平 かつ適切 な評価 によってその見直 しを行 なうとしてい ます。

 今 日まで、図書館 による資料収集活動 は、あ らゆ る主題の図書や雑誌 、そ して貴重資料 などさまざ

まな学術文献 を意欲 的かつ継続的に行われて来 ま した。そ うした図書館資料 を収蔵 し、利 用す る場所

として も大学図書館 がその役割 を果 たしてい るわけですが、それは、 これか らも変わることのない図書

館 の基本的機能 として理解 され るものであ りましょう。

 一方、大学図書館 は、大学の教育 と研究活動 を支援 す る機 関 として、学術情報 の提供 にその 中心的

役割 を果た さなければな りません。大学改革の議論の 中で、これ まで盛 んに学習環境の改善 が叫ばれて

きていますが、図書館機能 の充実 こそが、学習環境の質的な向上 をもた らす ものであ り、 その ことに

よって大学の教育 研 究活動が最大限に発揮 されることになると見 るべ きであ ります。

2 図書館資料

 ここで は主 として、開架閲覧室における学生用図書 について記す ことにしたい。年間約8,00o冊 以上

の増加 となる といわれ る学生 用図書であ りますが、その運用上、開架冊数は、全体 として どの程度 と

し、開架図書 の学生一人当た り何冊 を目標にするのか、 また、部局図書館 ・室では、教官の研究図書が

重点的に収集 されてい るわ けです が、学生用図書の収集 につ いて附属図書館 と部局図書館 ・室 との間

に連絡 ・調整 が行われてい るか といったことなど、多 くの課題が あります。要 は、附属図書館 として

の図書収集方針 を明 らかに して、その具体的な実施 が肝要であ りま しょう。そのことによって一般教

養書 も含 めた学生用図書の収集分担について部局 との調整が行われ、学生用図書選書基準の設定 も可

能 になると考 えます。

 学生用図書 の配置 につ いて は、当然の ことなが ら地理的にキャンパスの異な る学部 ・学科等の図書

館 ・室の状況 に も関係 してまい ります。附属図書館 としては、常 に学生全体の利用状況 を見極 めなが

ら、要求度の高い図書資料 を適切に把握 し、それを公表す るとともに,各 学部 ・学科の図書館 ・室 にあ

っては、学生 が利用す る図書資料の分野 を厳選 し、収集資料 の内容 と冊数 などについて附属図書館 と

連携 をとりなが ら学生用図書資料の整備 について積極 的に参加す ることが求 められ ます。

3 利用者 への サー ビス

 いわゆる指定図書制度 は、学生 に対する大学図書館 の新 しいサービス として展 開 され ました。これ

は当時、大学図書館 が、学生用図書費の確保に連動 して登場 した もの といえますが、ここでは、学生

に対す る学習支援のサー ビスとは何 かを考 えることで あります。 この指定図書制度の運用にあたって、

大い に議論 を呼んだのが大学の教授法で したが、残念 なが らそれ は、今 日で も旧態依然 であ ります。

したがって 、何 よ りも学生へ の図書館サービスが大いに拡張 されなければな りませ ん。 その意味 にお

いて、京都大学が、このたび全学共通科 目として始め られた、「情報探索入門 」 は、近年における大学

図書館 の特色 ある学習支援 サービス として、画期的 なことで あり、高 く評価 され ましょう。大学にお

いて学生は、"学 び方 を学ぶ"と い うことがいわれ ますが、図書館 がその機能 として、そ こに深 くかか

わることに、 とくに注 目を したい と思います。

さて、学生 によ る図書資料利 用についてです が、附属図書館年報 によると法学部 と工学部の学生の利

用数 が、特 に顕著の よ うで あります。貸出図書のデータか ら見て、その原因が附属 図書館 による学習

支援 サービスの考 え方 を反映 してい るとも理解 され ます。 しか しなが ら、利用者サー ビスの役割分担

とい う点か らい えば、部局図書館 ・室 が行ってい る学生用図書の収集 、および資料利用のサービスに
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つ いて今後 どの ような方針で対処するのか、附属 図書館 は、具体的 に検討すべ きであると思います。

4 情報システムと情報基盤整備

 図書館の情報 システムにおいて は、OPACと デー タベースの構i築が最 も重要 な ことであ るといえま

す。 しか もこれ は、 これ まで図書館が、手作業によって行 っていた伝統 的な専 門業務 とされ る分類や

目録作業 の ことで ありますが、求め る書誌 デー タや学術情報 が、瞬時 に して画 面上に見 ることがで き

るのは、 とて も魅 力的なものです。 ここでの問題 は、図書館情報 と して どの ような種類 ・内容の もの

をどの ような手段 で提供 しようとす るのか、それ は、また、学内で も学外 であって も利用者 は端末か

らいつ で も、 自由に、容易 に、その情報 にアクセスで きるか否か とい うことで もあ ります。 さらに、

書誌データやテキス ト・画像 データの種類 と内容 につ いて詳 しく分析 が行 われ ると同時 に、情報の構築

方針 について詳細なマニ ュアル も必要で しょう。こうした情報基 盤の システム化 は、図書館 ネ ッ トワ
ークに裏付け られた全学的な図書館サービスによる統合的 システムによって構築 され るものですか ら

、

現在進行 中の電子図書館 システム化においては、や はり所蔵資料 のOPAC化 と専門分野 デー タベ ース

の構築 ・提供 がその中心 とな ると考 えられ ます。情報の加工技術 も、変化 がはげ しく短期 間の うちに

たちまち陳腐化す るといわれ ます。 したがって、図書館の情報 システ ムと情報基:.:.備 は、新技術 に

注 目す るだけで はな く、図書館 と して発信すべ き情報 とその内容 を常 に利用者 の視点か ら考 え、役立

つ情報 をす ぐれた技術 と表現方法によって提供することに努力すべ きであ りましょう。

 一方、基盤整備 における機器設備のハ ー ド面について は、その管理体制や業務 の集 中化 をどうす る

かとい う悶題 があります。 これ については、たとえばその方策のひ とつ として、い くつかの部局図書

館 ・室 を統合す ることによって、書誌作成業務の集 中処理 センターを設 けることも考 えられ ま しょう。

この ように して附属図書館 が、真 に大学の総合情報 メデ ィアセンター としてその役割 を果 たす ために

は、何 よ りも全学的な理解 と協力体制を強 く求めてい くことが望 まれます。

5 施 設 ―整備

 現在の附属図書館 は、昭和58(1983)年 の竣工 とい うことです が、国立大学の場合 、 これ までか なり

の数 にのぼ る増築 が行われています。平均すると、その大部分は、本館の建設後、15年 前後で増築要

求 が実現 してい るよ うです。大学施設 として附属図書館の場合 も、数 ある施設整備要求の なかでの学

内順位 に も関係 しますが、いずれにせ よ、部局図書館 ・室 の中には、既 にその収蔵能力を超 えてい る

施設 もあるわけで、なによりも新図書館の増築 を急がねばならないで しょう。

6 財政

 現在の附属図書館 と しては、その主 たる機能か ら考 えて、やは り学生用図書費 が、議論の 中心でな

ければな らない と考 えます。学生のための資料購入費は、通常、大学の共通経費 と、文部省学生用図

書費 とがその主な財源で ありますが、大学の考え方 によって、学生用図書費 は、 その算出方法 に様 々

な対処の仕方 を見ることがで きます。いわゆる校 費(教官 、学生)か らの一定率、大学共通経費(予 備費)

か らの定額控除な ど、その経費捻 出の方法には、いずれの大学において も苦慮 してい るところで あり

ます。

 図書館の年次統計によると、平成6年 以降、資料費は、横這い状態 にあ り、電子情報資料費が、唯一、

増加 しているようです。本来、学生 のための資料購入費 というの は、大学での 自己努力 が大 き く期待

されているものであ ります。 したがって、基本的には、大学の教育用財源か ら学生 のため に図書資料

費 を常に一定率確保す るとい う仕組 みがで きてい るかどうかによって評価が分かれ ることにな りそう

です。

7 管理運営

 大学組織 における附属 図書館の位置づ けは、その管理運営問題の原点で あります。と くに伝統 ある

古い旧帝大の場合 にあっては、 さまざまな事情か ら一層複雑化 して お り、図書館 サービスの低下 を招

く一因に もなってお ります。 ここでの大 きな問題は、図書館管理運営上での附属 図書館(中 央館)と
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部局図書館 ・室 をどの ように して組織的に統合 をはかるか とい うことで ありま しょう。 しば しば、調

整 された分散方式 とい うことがいわれますが、全学的 な図書館行政 によって、部局図書館 ・室の機能

分担 と連携 ・調整 を実現 す るには、組織の一元化 が条件であ りましょう。それ によって図書館業務の

統一化 と分散化 に明確 な方向づ けがな されるとともに、図書館 サー ビスの部局間調整 について も、管

理運営上、特 に人事、予算面 か らの諸問題 を含めその解決策 が、望 ま しい方 向に前進す ることにな り

ます。

 一方、図書館の分館構想の是非 については、 以前 に、北部 ・南部地区などの分館化の議論がな され

たわけです が、その後 あま り話題 にのぼ らなくなった といわれ ます。いずれ にして も、60か所 にも及ぶ

図書室の配置 を組織 ・機構上 どの よ うにす るかについては、まず部分的にせ よ統合 ・合併 に向けての

具体的な検討 をは じめ られ るべ きであると思い ます。学内の図書館事務改善部会における組織の見直

しにみ られ る宇治分館の構想 にあって も、図書館組織 と しての部局図書館 ・室の管理運営について附

属図書館の基本的方針 を表明す ることが急がれま しょう。

8 広報

 代表的 な広報活動 と して 「大学図書館報」が、 さかんに発行 され るようになったの は、昭和40年 代

か らであ ります が、京都大学附属図書館 「静脩」の登場は、当時、全国的に注 目を集 めるものであ り

ました。広報活動 は、図書館の利用促進 と利用者 への通報 や図書館 の活動報告 などにその 目的がある

わけです が、京都大学附属図書館報の 「静脩」 には、発刊以来、何 よ りも図書館 をよ く知 って もらお

うとい う明確 な姿勢 とと もに、利用者 とのコ ミュニケーシ ョンを特 に重視 している点 に特色 があると

思い ます。

 近年、ホームペ ージによる図書館のガイ ドが主流 になって きてい ます が、情報流通手段 としてのコ

ンピュー タ利用 は、大学図書館 が、学外の利用者 にたい して具体的な図書館サービスを案内す ること

だけにとどまらず 、その最大の特徴である 「情報 の探索」 をよ りわか り易 く、使い易い ものに してい

くことであ りましょう。 この ように大学図書館サ ービスが、よ り自由に、 さらに広範 囲なもの となっ

て一般市民に とって も身近 になることが、これか らの広報活動 に強 く求め られています。
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外部評価報告書

京都府立図書館長

    小 山  雄 一

は じめに

 京都大学附属 図書館が創立百周年の節 目において現状課題 と将来への展望 を探求す るとい う重要 な

企画 に、大学 図書館 について知見 をほとん ど有 しない私 が外部評価 委員 と して名前 を連ね ることは、

甚 だおこがま しいことと思っています。

京都大学には附属 図書館の他 に60も の部局図書館 ・室 があり、この ような複雑 な現状 をかか えてい

るとは思い も及び ませ んで した。

 あ らためて 「図書館年鑑1999」 の 中の 『図書館名簿'98、 大学図書館 』の頁 を繰 り、近隣の国立

大学 と比較 しなが ら京都大学の歴 史 と規模 か らすれば このようなこ とになるのか なあと少 しは納得で

きました。

 この ように、国立大学図書館の内情 に疎 いものですか ら、外部評価用 にいた だいた大部の資料 を十

分 に消化 できないままに感想 と思いつ きめいたことを述べ ることにな りますが、的 はずれ もご容赦 く

だ さい。

1 総括的感想

 一部局で ある附属 図書館か らの発意 により、60に 及ぶ部局図書館 ・室 の協 力がなって、利用者 ア ン

ケー トの取 り組み、現状 と課題の取 り組みが達成 された ことに将来展望への明 るい可能性 をみ る思い

です。

 今 日、大学図書館 には 「研究 ・教育の支援」 と 「大学の国際化 と生涯学習社会の進展への対応」す

る機能が求め られてい ますが、高度情報化技術がそれ を推進す るための手段 と して京都大学において

は有効活用 されてい るとみま した。

 図書館情報化 システムの推進 を附属図書館が先導する局面の進展 が、「調整 された分散方式」 と 「共

通業務の集 中化 と一元化」の あるべ き姿への大 きな牽引力 となりつつ あるとみ ます。

 す なわち、LAN接 続 を伴 う業務 システム活用の局面や、附属 図書館配備のサ ーバ ーやAVホ ールの

利用 に関 してや、京都大学所蔵資料のデ ジタル化による 「情報発信」や、商用文献情報 と電子 ジャー

ナル などの学術情報の学内 「情報 配信」 を附属図書館が受 け持 って いるとい うことや、全学図書館職

員の協力支援 も得 て附属図書館が全学共通科 目 「情報探索入門」の提供部局 となっていること等 を知

るにつけ図書館系の全学的な運営体制 が附属図書館を核 として形成 されつつ あるとみ ます。

 電子図書館及び業務新 システム移行(平 成9年 度)後 は、研修 ・講習会の開催 を通 して連携業務 が

活発 となって いることや部局図書系 との事務連絡会議の成果 として外国雑誌の契約 ・発注等業務 にお

けるデータ作成等の附属図書館での一元化がなったこと等、職員 レベルの気運 も明るい材料 とみ ます。

 『あれ もしたい、 これ もせねばな らぬ。だが、経費がない、人 がいない、施設が狭隘』 とい う現状

と課題への対策 には、既 に事務機構 の改善 の基本的な考 え方 にも触れ られてい るように、共通部分の

の集 中化や一元化 とい うことになるので しょうが、方向性 としては、附属図書館 へ集 中 され るべ きも

の、部局 センター館段階へ集中化 されるべきもの、集 中して外部委託で きる作業 とに整理す ることと、

資料の集 中には施設の拡充 も前提 とな ります。

 この ように概観 します と、附属 図書館 と部局図書館 ・室 を一体 に した図書館系組織 の発足 を先行 さ

せる時期 を迎 えているのではと単純に想起 します。

 宇治キ ャンパ スの図書室群 を一つの組織 としたうえで附属図書館の分館 とす る計画はその第一歩 と

みます。

社会の急激 な変化に伴い役所の組織の改変 も最近は柔軟 に行われ るようになっています。
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2 附属 図 書 館 機 能 と部 局 図 書 館 ・室 との連 携 に つ い て

1)学 生 の学習支援機能 を意識 した資料の整備の必要性 について、附属図書館、文学部図書室 、総合

人間学部図書館等 が一様 に課題 としていますが、輻輳す るところが多 くあるように思い ます。学習

支援用図書(?)に つ いては附属図書館 に集 中す るとい うことは考 えられ ないので しょうか。利用

者 ア ンケ ー トに おい て は 、附属 図書館 に専 門教 育 関連 図書(?)の 充実 を求 め る声 は、附属

図書館利 用者 ア ンケー トでは50.2%を 占め、部局図書館利用者 アンケー トでは37.4%と なつている

 ことをど うみ るかが判断 しかねます。

2)文 部省の理工学系 の外 国雑誌 センター館の指定 を附属図書館 が受 けてい るとのことですが、理学

部や工学部の図書室の研究利用者サイ ドで不都合 が生 じていないので しょうか。

3)選 書業務 には附属 図書館 と部局図書館 ・室 との連携協力 と分担 が必要 と思い ますが、収書事務 と

整理 ・書誌 デー タ化事 務 は附属図書館 に統合 し、部局 での整理業務 はローカルデー タ付与 と装備、

配架 を分担す る姿 を思い ます。

 未入力蔵書 が全学蔵書の560万 冊の うち325万 冊(う ち附属図書館蔵書80万 冊の うち33万 冊)と

い うことですが、 この遡及入力の促進 も附属図書館 が リー ドする方策がなければエ ン ドレスとなる

ように思 われ ます が。

4)明 治期か ら存在 す る部局図書館 ・室 や、主題図書についての地域セ ンターあるいは全 国セ ンター

的な役割 を事実上担 ってい る部局図書館 ・室や研究所図書室等 には、希少価値 のある図書が保存状

態の悪い ままに所蔵 されているとのことですが、附属図書館 がこのような図書の実態調査 を主導 し、

電子化予定図書群 として集 中保管する方策 を講 じられないので しょうか。

5)バ ックナ ンバ ーセ ンターにはコ ンピュータセ ンター機能 を付加 して内外 に ドキュメン トデ リバ リ
一センターと して拡 大 したい意向の ようですが、将来的には、附属図書館の片手間ではな く、吉田

キャンパ スの拡充の際 には施設的にも分館(逐 次刊行物集 中管理 センター)と して充実 させ る方向

が考 えられ ないで しょうか。

6)図 書館 を中心においた大学の情報化システムが大学の将来像 とす る方向で慶応大学や早稲 田大学

で は先行 してい るとい う新 聞コラム記事 を見た ことが ありますが、京大 においては、総合情報 メデ

 ィアセンターと附属図書館 との統合す る姿 も将来像 としてあるのではないで しょうか。

3 サ ー ビス 体 制 に関 して

1)附 属図書館の開館 は、平 日9時 ～21時 の12時 間、及び土 ・日10時 ～17時 の7時 間。そ して平 日

は1日 平均3200人 、最大5800人 の利用者 があ り、 これ に対応す るのが情報サー ビス課4掛 職員10

人+非 常勤7人 とい うことですが、2班 体制の ローテーシ ョン勤務(推 測?)で メインカウンター

の7つ のポジシ ョン用務(そ の中には代行検索やサイバ ースペ ース機器の利 用指導 、さらには配架、

書架整頓等 も含 まれ るで あろう)を こな していることに感服 します。 レフ ァレンスの業務件数や文

献複写業務件数 も相 当なものとみます。(府 立総合資料館の例 と比較 した感想 です)

2)利 用者 ア ンケー トにみ る不満には、カウンター職員 との対話不足 によるものや利用者のマ ナーへ

の指摘が見受 け られ ますが、 日常的にユーザーの声 を聞 くシステムとアカウンタビリテ ィのために、

投書箱の設置 とQ&A形 式で掲示板 や 「静脩」紙上の活用 もあるのではないで しょうか。

3)他 大学等の利 用 にかか る業務について、部局図書館 ・室 レベルで可能 な窓口 を増やす と混乱 が生

 じますか。

4)『 京都大学図書館利用証』で学内の全図書館 ・室の共通貸出券 となっていないのはなぜですか。

5)自 動貸 出 ・返却機の導入や受益者負担による外部データベースの提供は趨勢 と考 えます。

4 京都府域における図書館界 との連携 について

 国立大学図書館協議会、近畿地区国立大学図書館協議会 、近畿地区国公立大学図書館協議会、国公

私立大学図書館協議会 において一定の役割 を果た し、連携 に努めてお られ、担当課 に人的資源の不足

が課題 となって いるとの ことですが、事務機構の改善 を進 めるなか担当課の人的充足 を行い、京都府

域 における図書館界 の連携組織の発足 に一役 を果た していただ くことを期待 します。
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まずは、京都大学附属図書館 には京都府域大学図書館協議会づ くりに尽 力いただ きたい と思います。

私 が知 るだけで も北海道、千葉県、静岡県、徳島県 、愛媛県、熊本県 にその よ うな組織 が存在 して

いるようです。

 京都府域の公共図書館界や学校図書館界には既に連携組織が存在 しますので、専門図書館京都府協

議会(?)と ともに4組 織の連合体 として京都府図書館協会 を形成す ることがで きます。条件が許せ

ば、国立国会図書館関西館の協力参加 を していただくこともできるで しょう。

 現在は、館種を越 えた図書館員と市民の交流の場として年1回 の京都図書館大会(平 成4年 から開

始して本年で8回 目、6回大会は京都大学附属図書館も共催で同館AVホ ールで開催)が 実行委員会形

式で継続されていますが、参加者の感想には京都府域の図書館職員の日常的な連携組織の発足を望む

声が多くでています。

かって、京都図書館協会が存在 し(昭 和22～ 昭和47)、 研究活動や人的 ネ ッ トワークがで きていま

した。「京都府資料所在 目録」 や 「京都府 関係雑誌記事索引」を京都府立総合資料館 と共同で刊行 した

とい うこともあ りました。

 情報化社会、生涯社会への対応 がすべての図書館に求 められ、情報 の多様化 によ り、いかなる図書

館 も単一では図書館の使命(「 すべての人に人類の知的 ・文化的な資源への アクセス とその利 用を保証

す るとともに、知的 ・文化的 な資源 を将来に継承 するとい う崇高で重要な使命」)を 果た しかねる状況

となってきてお り、資源の共有化や情報化技術における図書館職員の情報 リテ ラシーへのアイデ ンテ

ィテ ィーが必然 となっている今 日こそ、地域 における図書館界の連携組織 が以前 に も増 して意味 をも

って効果 を発揮 させ る必要 を思います。

 図書館 ネ ッ トワークシステ ムや業務 システムや電子 図書館 システ ムや相互協 力や大学図書館等の地

域開放 について も、府県域の館種 を越 えた図書館連携組織において意見交換 やあ るべ き姿 を研究す る

ことが有効 になってきていると思います。

5 終 りに

 京都府では、京都府立図書館(明 治31年 御苑内開設 、明治42年 現岡崎の場所 に竣工)の 建 て替 えを

進 めています。 この建設 と併せて府立図書館 と府立総合資料館の蔵書 の コンピュー タ目録化 や貴重書

等のデ ジタル化や府内公立図書館蔵書デー タの総合 目録ネ ッ トワークシステムの構築 を進行 させてい

ます。いずれ もイ ンターネ ッ ト発信 も前提 に してシステム開発 を行 ってい ますので、稼働後 には京都

大学図書館 システムと相互 に リンクを張 り、京都府域 における図書館総合 目録 ネ ッ トワー クの輪の広

が りや地域電子図書館 ネッ トワークの形成 がなされてい くことを思 っています。
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京都大学図書館に対する外部評価

立命館大学総合情報センター次長

         郷 端  清 人

は じめ に

 図書館 を評価 す るとい うことは、当然のことながら図書館機能の充実 をいか に図るか を考 え、利用

者 サービス をよ り一層 向上 させ るために行 うもので あると理解 します。そのためには目的 をしっか り

と持つ必要 が あ り、今次評価 をいかなる改革に結び付 けてい くかを明確 に しなければならない と考 え

ます。

 京都大学は我が国の大学 において も トップレベル にあ り、 また我 が国のみ ならず世界で も有数の大

学 を目指す ことが期待 されています 。大学図書館 はこれ まで大学の教育 ・研究 を支援す る中枢の機関

として様々に活動 して きましたが、京都大学においては我 が国有数の大学図書館 として より一層の高

度化 を図ってい くことが求め られてい ます。以下 に示す評価 はこの ことを中心 に据 えた もので あり、

また京都大学の図書館 において今後 、目指 していかなけれ ばな らない大 きな目標に対 して、いかなる

解決策 を執 ってい くべ きか を想定 して評価 した ものであ ります。

1 大学をめぐる情勢

 大学図書館の あ り方 を考 える前に、まず今 日の大学が置 かれている情勢 を様 々な角度か ら分析す る

必要があると考 えます。 ご承知のよ うに昨今の社会情勢 は 目まぐるしく変化 してお り、そ うした中に

あって大学 も大 きく変革 してい くことが求め られてい ると思い ます。今 日の大学が置かれてい る状況

は極 めて厳 しい もの があ り、社会 からは以下の ことが問われてい ると思います。

1)小 子化 ・高齢化に対 しては、生涯教育や留学生 を含 む多様 な学生への対応 を本格的 に考 える時期

にあります。 そ して小 子化現象に加 えて昨今は学生の就職問題 が大 き くクローズア ップされて きて

い ます。大学 が何 のため に必要か、社会の求め るものは何か を的確 につかみ、将来 を見据 えた事業

戦略を立 て、変革 していかなければな りません。

 特 に学生 をいか に育 て、輩出 していくかは大 きな問題で あり、昨今の就職難はよ り一層大学の存

在価値 を問 うてい るので はないで しょうか。

2)教 育 システムの問題 で あります。昨今の社会情勢は急速 に変化 して きてい ますが、大学の教育 も

社会の急速 な変化 と知的ニーズへの対応 をにらんだ教育改革 を積極的 に展開 していかなければな り

 ませ ん。

3)大 学 が発展 してい くためには、社会 との関わ りを大 いに深めていかなければな りません。大学の

諸活動の 多 くは社会 との ネッ トワーク化を図 り、これか らは産 ・官 ・学 ・地域 とい う切 り口か ら大

いに教育 ・研究活動 を展開 してい く必要があります。

4)ま た我 々大学 に迫 ってい る情勢 として、グ ローバル化 とい うことがあります。好む と好 まざると

世界的な規模 で社会 は動いてお り、アメリカや ヨーロッパで起 ってい る現象 がまもな く我が国に も

来 ると予想 します。例 えば、インターネッ トを介 しての研究活動 や大学の授業、 また様々な資格取

得 などが盛 んになって きてお り、国際的な遠隔授業 などが盛んになって くるで しょう。そ して単位

互換 も急速に進んで くることが予想 され ます。

5)大 学の ボーダ レス化が始 まっていると思い ます。学部の垣根 を超 えた、教育、研究が起 ころうと

 してい ます 。社会情勢の変化により、学際的 な分野の有様 が大いに問われて いる証拠です。 これ か

 らの大学 において は、 グローバル化 とボーダレス化 が複雑 にか らまって くることにな り、自大学の

み ならず、他大学、 また世界の大学 との交流 を可能 とする仕組み を考 えてい く必要 があ ります。

6)こ れか らの大学で重要 になって くることは、 コア ・コンピテ ンスをいかに図 るかで あります。全

ての大学が同 じよ うな ことをや る時代で はなく、いかに特徴 を有す るかが問われています。
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 以上 は国 ・公 ・私学 を問わず考 えていかなければならない主要な諸課題で あ りますが、大学図書館

はこれ らの ことを敏速 にキ ャッチ し、情報 の収集 とサービスを考 えていかなければ な りません。イ ン

ターネ ッ ト時代 をむかえ図書館 が利 用者 を待 っていたのでは、存在価値 はます ます薄れて くると思 い

ます。 そ して国立大学 において急速に検討 していかなければならない問題 が独立法人化への対応 であ

ろうかと思います。京都大学の あらゆ る部署 において、定員削減 を含 めて、事務組織 の簡素 ・合理化

のための組織改革 を急 ぐ必要 があるように思われ ます。いずれに して も私学で は、 これ らの うち、既

に先行 して取 り組 んでいるところもあり、参考になるところは大いに紹介 していきたいと思 います。

2 大学図書館をめぐる情勢

 ここ3年 ～4年 、大学図書館の機能 を大 きく左右する要因の一つを上 げるとすれ ば、それ はインター

ネッ トの躍 進にあると思 います。今 日のインターネッ トは社会の あらゆ る部門 においてその仕組 み を

大 きく変 えようと してお り、そ うした中にあって、大学図書館 において も変革 してい くことが問われ

て きています。加 えて情報機 器や情報技術 、つ まりIT(Information Technology)の 発展 も大 き く影

響 してきてお り、そして紙媒体の他 にデ ィジタル情報 を含めて様々な情報 を扱 う必要がでて きてい ま

す。 これ らの要 因によ り、今後大学図書館が早急に対応策 を検討 していかなければな らない課題には、

主要 には次のよ うなことがあると考 えます。

1)利 用者は より正確 で新 しい情報 をで きるだけ早 く必要 としてお り、利用者 によっては、インター

ネッ トを中心に情報 の収集 を図ってい るもの も多く存在 し、これ までの印刷資料 に依存 しない利 用

者への対応 を考 える必要 があります。

2)ま た年 々OPACが 充実 し、図書館 は以前 よ りも見 えやす くアクセス しやす くな ってきてお り、 ま

す ます壁 のない図書館の世界が構築 されよ うとしています。

3)利 用者 に とって、図書館 が所蔵 す る蔵書(情 報)は 大規模 であれ ばあ るほ ど最善 であ ります が、

 しか し一方で、図書館 が何 を所蔵 しているのかはもはや重要で はなくなって きてお り、それ よ りも

何 にアクセス を可能に してい るかが問われて きています。つ まり電子 図書館機能の充実 をいか に図

ってい くかであ ります。

4)学 術情報 は年 々増大 する一方 であ ります が、その反面大学図書館 の予算 は、図書費の値上 が り等

により、実質は右下が りの状況 にあると思 います。そ うしたなか、多 くの大学 図書館では、資料収

集に問題 をかかえてお り、コス トの有効性 をいかに図っていくかを考 えていかなければな りません。

3 個別課題 について

 先 に示 しま したよ うに今の大学 が問われて いるテーマ、また大学図書館 が今後対応 していかなけれ

ばな らない諸課題 などを中心 に据 えて、今次京都大学における各図書館 の 自己評価 を拝見 させて いた

だきま した。全体 を通 して感 じることは、各図書館 とも予算、体制 、資料 の充 実度 、サー ビス機能 、

施設問題等 において閉塞状況 にあると思います。 このままでは、各図書館 とも 「共倒れ」 になる可能

性 があり、21世 紀 にむ けて全国で も有数の大学図書館を 目指すため には、思い切 った打開策 を早急 に

考 える必要 があります。い くつかの点 につ いて打開策 を含めて以下のよ うに評価 します。

1)組 織 のあり方

 京都大学の図書館は、附属図書館 と60以 上の図書館 ・室か らな り、「調整 され た分散方式」 とい うシ

ステムを執 ってお られ ますが、 自己評価 を拝見 させて頂 きます と、多 くの点で問題 を感 じます。特 に

予算、体制、資料の充実度、サービス機能 、施設等の問題 において、「調整 された分散方式」 により総

合性 ・一体性 が発揮 されているとは思えません。

 大変厳 しい言い方 かも しれませんが、結果 と して中 ・小規模の図書館 が あまり連携 な しに個 々に運

営 されてい る状況にあ り、全体 として行 き詰 ま りを感 じます。 とりわ け資源の共有 とい う問題 を考 え

た場合、 このままでは、先 に示 しましたようにこれか らの大学の広 が り、本格 的なネ ッ トワーク時代

の利用者 に対 して真 の図書館機能 を推進 してい くことはできない と考 えます。執 り得 る対策 と して、

附属図書館 を含めて、京都大学の教育 ・研究 に対 して機能別に大胆 に図書館 を再編成す ることが考 え

られ ます。いずれに して も予算 と体制 は今後、 ます ます右下 が りの状 況 にな ることが予想 され 、予
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算 ・体制 ・機能等の拡大 を図ってい くために も、思い切 った組織改革 を進め るしかないと考 えます。

2)情 報 の収集

 図書費 および情報収集の現状 問題 を打開 してい くための具体的方策 として、 まず京都大学全体で資

源共有の原則 を建 てる必要 があります。京都大学全体で どの程度重複購入が発生 しているか分 か りま

せ んが、資源 の共有化 を図 ることで図書費の有効性 を追求す ることができ、そ うす ることで分担収集

に もつなが り、大学全体 と して蔵書の充実 を図ることがで きるのではないで しょうか。また以前に も

申 し上げま したが、最近各大学 とも学際的な分野が盛ん になって きてお り、学部 によっては学部間の

垣根 がな くなって きつつ あ ります。それ らに所属 してい る教官、学生の交流 を考 えた場合 、資源の共

有化促進は極 めて重要 なテーマで ある と考 えます。500万 冊以上の蔵書 が全学構成員 に共有 され なけ

れば、真にその蔵 書は生 きて こないのではないかと考 えます。

 またこれ か らの大学図書館の情報収集 において特筆すべ きことは、従来の大学図書館 は 「もしもに

備 えて」 に重点 を置 き資料の所蔵 を考 えて きま した。 その後の運用では、利 用者 に対 して、最良かつ

最新 の情報 を収集 し、即応 に応 えて きま した。 しか しこれか らの大学図書館 に問われ てい ることは、

ネ ッ トワーク時代 の即応性 に応 えるため、利 用者 を日常的に理解 し、利用者 ニーズ に合 わせた情報サ
ー ビスを提供す ることにあ ります。 これ は爆発的に増大す る資料 と一大学の図書館が対応 できる図書

費の問題 か ら大 いに検討 していかなければな らない課題です。先 の 「1.大 学 をめ ぐる情勢」で今後

の大学においてい くつ かの課題 を示 しましたが、京都大学において各図書館 が所属学部 および研究機

関について現在 どのよ うな活動状況 にあるかを知 る必要 があり、 その上で情報 の収集 を考 え、図書費

の有効性 と効果 的な情報 サービスを図ってい くことが求 め られてい ると思い ます。 そして、学際的 な

分野への対応 も考慮 し、 もっと図書館 間の選書お よび情報収集の調整 を図 る仕組み を考 える必要が あ

ります。

3)電 子図書館への対応

 電子図書館機能 を大 ざっぱに言 いますと、a.独 自に開発す る学内資料のデ ィジタル化、 b.学 内外情

報へのアクセス拡大(OPACな どの充実による学内資料への完全 なアクセスや導入 データベースの充

実)、c.学 内の教育 ・研究活動によって生産 される様 々な情報のデ ィジタル化 と利用拡大、 d.仮 想図書

館 によるネ ッ トワーク型の情報サー ビスおよび情報発信の充実、e.マ ルチメデ ィア対応 などであると

理解 してい ます。 しか し、 これ らに対 して全 く関係 ない図書館 ・室 も存在 してお り、その近 くにい る

利 用者 は大変不便な状況 にあると言 えます。本格的なネ ッ トワーク時代 をむか え、電子 図書館 につい

ては京都大学全体 で進 め る必要 があります が、個 々の図書館 が この ことをば らば らに進め るので は、

経費 、体制 、 システムの互換性、資源共有などの点において問題が あり、総合 的に進め られ ることを

望 み ます。 また これか らの京都大学図書館の高度化 を考 えた場合、全体の遡 及入力があま り進 んでい

ない こと、 さらに トータルで電子図書館機能が追求 されていないことを危惧 します。

4)基 盤整備

 今 日の大 学において、情報化推進 は誰 もが認め る重要 な課題 となってきてお り、その ためには大学

全体 で情報 基盤整備 を進 め る必要 があります。そ して真 に利用者の利便性 を考 えた場合 、情報化の事

業は総合 的に進 める必要があ ります。それにはa.大 学事業の重要 な柱の一つ に 「情報化」 を立て、b.

そして計画的な基盤整備事業の立案 と執行 、c.ネ ッ トワ―ク文化 を創造するための諸政策(情 報 リテ

ラシーの推進、データベ ースの整備、利 便性の高いソフ トウェア群の整備など)、d.情 報化 を推進す る

ための関連組織 の再編整備、e.基 幹情報 システム(図 書館および事務情報 システム)の 高度化、 f.ネ

ッ トワーク時代 にむけた情報の社会的貢献な どにより総合的に情報化への取 り組み を行 ってい く必要

が あ ります 。 これ らの視 点 に立 ったうえでの基盤整備 とシステ ム運用で なければ、予算の有効活用、

利便性の高い情報 システムの構築 、また利用者の システム活用 はなかなか進 まないと考 えます。京都

大学の図書館の 中には、情報化が あまり進んでいない ところもあり、今後の大学図書館 を考 えた場合、

問題で あると考 えます。

5)管 理 ・運営

 これか らの大学図書館 で重要 になって くるコア機能 は、大 まかに言 えば、新たな時代 に対応 した情

報の選書 ・収 集 ・蓄積 ・発信、電子図書館 システムの開発 ・維持 およびデ ータベースの維持 ・管理、
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またデ ィジタル情報 を駆使 した学術情報 サービスや レフ ァレンス、そ して時代 に即応 した情報のデ リ

バ リ― ・サービスな どで あります。 これ らの機能 は、基本的には情報 サー ビスを中心 に した機 能であ

りますが、学内利 用者 に最善 の情報 サービスを行 ってい くためには、 これ までの業務や体制 を大幅 に

見直す必要 があります。そのためには これ までのいわゆる伝統的な図書業務(選 書 ・発注 ・受入 ・予

算管理 ・目録 ・装備 ・製本な ど)は 徹底 して合理化 ・効率化 を図ってい く必要 があ ります。今次 の図

書館評価 を拝見 させて頂 きましたが、 この ような視点か らも早急に京都大学図書館全体の管理 ・運営

のあ り方 を見直す必要 があ ります。そ して21世 紀 にむけて新 たな図書館機能へ の対応 を図 る必要があ

ります。そ して重要 なことは、それにむけての人材育成が不可欠であ り、この ままでは図書館 ・室 に

よっては、人材 も育 たないので はないで しょうか。また コア機能 を推進 してい く体制 を捻出す るため

には大胆 に業務委託 を考 えることも重要で あります。一方伝統 的な図書業務の合理化 ・効率化が進む

につれて、図書館 のコア機能 が情報 サービスに移 って くることになる と思い ます が、その際課のあ り

方 も根本か ら考 え直す必要があると思います。

6)施 設

 多 くの図書館で書庫 問題 がクローズア ップ されています。書庫問題 は結局利 用者 が資料 を活用 しな

くなることにつ なが ります。500万 冊以上 になっている蔵書 を考 えた場合 、資源 の共有化、 また書庫

の有効活用 を図 る意味で も早急にデポジ ッ ト・ライブラリ―を考 える必要が あ ります。合わせ て開架

と閉架の問題 を感 じま した。昨今 の学問体系 は目まぐるしく変化 して お り、 とりわけ開架の リフ レッ

シュは重要であ ります。いつ まで も利用 されない図書 を開架に配置す ることは利 用者 にとって大 きな

問題であ ります。利用者 のニーズ を敏感 にキャッチ し、コス トの有効性 を図ってい くとい う意味で も

全図書館において開架の あり方 を早急 に見直す必要 があります。

4 最後に

 大学 をめぐる情勢および図書館 をめぐる情勢か ら、今後京都大学図書館 がいかな る高度 化 を図 って

いくかの参考 になれば と考 え、勝手 な想定の もとに貴 図書館の評価 を試み ました。 この中で個別の具

体策についてはいずれ紹介 します が、独立法人化 とい うことであって も、私立大学 とは異 な る国立大

学 とい う制約 か ら大胆 に改革 してい くとい うことには限界 を感 じます。 しか し、21世 紀にむけて京都

大学図書館の さらなる飛躍 を考 えた場合 、今次評価 を契機 により大胆 に変革 されることを望 みます。

以上
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京都大学図書館システムに対する外部評価

三重大学教授、附属図書館長

        柴 田  正 美

は じめに

 外部評価 を述べ る前 に、 この評価 の対象 を明 らかにしておきたい。京都大学 では、その図書館 シス

テムを 「調整 された分散方式」の もとに運営 して きてい る。 その意眛す るところは、附属図書館お よ

び各学部等の部局 に設 置 された図書館 ・図書室等が、それぞれ独立 して機能 を果 たす と同時 に、附属

図書館の経営 に責任 をもつ主体が中心 となって、それ らを調整する機 能 を付与 され、京都大学の図書

館 システム全体 と しての役 割 を積極 的に展 開 しようとす るものである。今 回の評価 の対象 は、 こうし

た体制 その もの を課題 とす ると同時に、個別図書館(例 えば、附属図書館)に ついて も所与の資料 ・

情報の範囲で考察 しよ うとす るものである。以下の論述においては、これ ら全体 を評価 の対象 とす る

ときは 「京都大 学図書館 システ ム」 と表現 し、その一構成機 関で あ り部局 と して認識 される もの を

「附属図書館」、 さらには各部局等に設置 されてい る図書館 ・図書室等 を 「部局図書室」 と表す ことと

す る。

1 京都大学図書館 システムの意義、果たしてきた役割

 京都大学図書館 システムは、今更指摘す るまでの こともないだ ろうが、京都大学の追 求する、ある

いは、京都大学 に期待 されている役割 ・意義等に積極 的に応 え、その 中での一定以上の役割 を求め ら

れてい る。す なわ ち、京都大学 に課 されている課題 ・寄せ られてい る期待 に対応 して、京都大学図書

館 システムもその内容 を変化す ることが当然のこととされ る。そこで、 まず 『京都大学概要1999』 で

示 されてい るこれ らにつ いて確認作業 してお く。

 それによると 「学部 中心の大学で あつたもの を大学院 を中心に した大学組織 に改組 する」 ことが大

きな流れ とな ってい る。 また 「創造性豊かな世界の最先端の学術研究 を推進 す る卓越 した研究拠点」

となることを研究体制の基本 とし、それ らの努力を通 じて 「21世紀社会 を支 える人材の育成」「独創的

研究成果の生産」 「それ らの社会への還元」 を行い、大学 としての社会的使命 を達成 してゆくもの とし

ている。これ らの文言 か ら取 り出せ るキーワー ドは、「大学院大学 ・高度な研究 ・社会への還元」 とな

るだろう。 これ らの動 きは1990年 代初 めか ら進め られて きた ものであ り、す でに10年 近 くの学内外で

の論議 と実績 を積み上 げてい る。

 京都大学 図書館 システムには、これ らの状況が的確 に反映 されていなければ 「大学図書館は、大学

における学術研究 ・教育 を支援す る重要 な施設」(『京都大学附属 図書館概要1999』(p.1)と しての役割

を全 うしていない こととなる。また、キーワー ド 「社会への還元」 を 「21世紀社会 を支 える人材の育

成」 と 「独創的研究成果の生産」 を通 じてのみ果たす と認識 しているならば、学術審議会の答 申 「21

世紀 を展望 した学術研究の総合的推進方策 について」(1992年7月23日)が 示 した 「市民への開放 を求

め る声」 には十分 に応 えていないこととなる。 さらに重要なこととしていわゆ る 「国際化」指向があ

る。学術研究情報 を積極 的に発信 し、その行 き着 く先 に常に海外(し か も、先進各国 を中心 とすると

ころのみではな く、 多 くの留学生 を受け入れてい るアジア諸国への配慮 を踏 まえたものが必要 とされ

る。)で の利用 を想定 した行動が期待 されている。

 以上に述 べたよ うな期待 されてい る役割に対 して、京都大学図書館 システムはどの ように応 えてい

るだろうか。その現状 を見 ると、相当程度に対応 していることは明 らかであるが、今後の京都大学の展

開に備 えるだけの体制 を整 えているかとなると、なお多 くの課題 が残 されていると評価できるだろう。

 まず附属 図書館で あるが、全学の 中央図書館 と してほぼ全領域 にわたる学 問分野の基本図書 ・学習

用図書 を備 えてい る。 さらに100年 にわたる歴史 を反映 した多 くの古典籍 と各種 の大型 コ レクシ ョンが

その蔵書の中核 となってい る。中央図書館 とい う機能か らすれば十分 に役割 を果 た してい る状況 と判

断 され る。 ただ、利用者 アンケー トが指摘 している 「今年 になって雑誌の種類 が減 った」 とい う点は、

今後の附属図書館の役割 を変化 させることに繋がると懸念 され る。
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 部局図書室では、それ ぞれの部局で進 め られている研究 ・教育に直接 関連 を もつ主題 ・テーマの資

料が、主 として当該分野 に関わ りを もつ教官の手 によって重点的 に収集 されてい る。問題 は、進行 し

つつ ある 「大学院大学化」が、その資料構成 に適切な反映がな されてい るか とい うことで ある。学部

レベルの教育 に備 える形で整備 されて きた部局図書室 が、一連の大学院大学化 によ り 「大学院」 レベ

ルに対応 する資料 ・情報の蓄積 ・提供 を期待 されることになったわ けであ るが、一朝一夕に レベル を

挙げることができず 、構成員 とくに院生等 に幻滅 を与 えているのではないか と杞憂す るところであ る。

 附属図書館 と部局図書室 は 「調整 された分散方式」 によって統合 的に把握 され ることとな るが、利

用者で ある教官 ・院生 ・学生は、その本 旨を理解 しているだろ うか。 さらには、その実 を挙 げるため

の方策が確実に実現 されているか とい うと幾 つかの疑問が生 まれて くる。面倒 ・煩雑 な 「相互利用書」

の廃止 を求 める声、京都大学図書館 システムの利用手順や蔵書内容 の理解 しに くさ、教室 ・教官研 究

室に永久 的 とも思 える形 で貸 し出 された資料の多 さ、各部局単位で設定 された利用 時間帯が調整 され

ていない こと、など多 くの問題 をア ンケー ト回答の中に見出すことがで きる。分散方式は一概 に否定

す るべ きことではないだ ろう。よ り高度 で独創的で学術研究 の趨勢 に的確 に対応 した研究 を進 めるた

めには、必要 となる資料 ・情報 が手近 に存在す ることの意義 は大 き く、それ らの理念の調整 が重要 と

なる。 このためには、それ らの研究 を担当す る人々の理解 を深 める必要 が強調 され なければな らない。

 生涯学習体系 の深化 ・展開の 中で大学図書館に期待 され るよ うになって きた もの が、「市民開放」で

ある。附属 図書館 をは じめ、ほ とんどの部局図書室が 「学外者」の利 用 を認 めてい る。 けれ ども、 そ

れ らにい う 「学外者」の規程 は統一 された ものではないようで、「生涯学習」 を念頭 においた市民開放

に進 むにはなお多 くの努力が必要 とされ るよ うである。 国際化指向は、着実 に実現 されつつ あると

評価 して よいだろ う。学内利用者 に対す るサービスの国際化 は、例 えば附属 図書館 では1994年 度以降

「留学生のためのオ リエンテーシ ョン」 を実施 してい るほか、部局図書室 で も、経済学部で留学生のみ

を対象 と したオ リエ ンテーシ ョンを春 ・秋 に実施、生態学研究 センターで英 語版 の利用案内作成、基

礎物理学研 究所 で英語版 の利用案 内を作成 したほか掲示等 も英語 を併記、東南 アジア研究セ ンターは

新 しい研究者が来 るたびに個別にオ リエ ンテーションを繰 り返す、な どが実現 している。京都大学図

書館 システムが学外 なかんず く海外 に対 して果 たしてい る役割 は、東南 アジア研究 セ ンター、アフ リ

カ地域研究資料 セ ンターを設置 して きた実績 を背景 として進め られてい る。けれ ども 「官制化 されて

いない」 とい う重大 な欠点を もっている。 このため資料 ・情報の蓄積 は着 実に進んでいるが、その提

供サー ビス面において多 くの課題 を抱 えているという現状 を認識す ることが重要 であろ う。京都大学

が発信す る情報 の国際化 も、展開 しつつ ある学術研究情報 ネッ トワークを利 用 して着実 に進め られて

いる。 これ らの情報発信 は日本語 と英語 を基調 としている。

 1oOO名 を越 える留学生、700名 近 くの外国人研究者(い ずれ も1999年5月1日 現在)と い う数値 は、

25000人 を越 える京都大学図書館 システムの奉仕対象者の相 当の部分 を占めてい る。学内者 に対す る課

題 としては、各部局等の明 らかに した 「現状 と課題」の随所 で述べ られてい るように、適切 な時期 に

適切な内容 をもつたオ リエ ンテーシ ョンを実現す ることであろう。 また、忘れて ならない こととして

指摘 しておきたい ことは、外国人研究者の20%、 留学生の40%近 くが中国か らや って きた人たちであ

る。オ リエ ンテーシ ョン対象者の実態 に応 じた多様な展開が期待 され る。

2 図書館資料

 京都大学図書館 システム全体の所蔵す る資料 は、わが国で3番 目に多い と されてい る。歴 史的蓄積

と評価 す るべ きだ ろう。 それで も利 用者か らは 「少 ない」 とか 「よ く借 りられていて使 えない」 とい

った不満 が出 されている。利用者 アンケー トでみ ると 「満足」 と 「不満足 」が同 じくらいの数値 を示

してお り、利用者 の資料要求 に十分に応 えていないと判断 されそ うで ある。 しか し、 これ らの感性 的

数値 は、利用者 が京都大学図書館 システム全体をその本来 あるべ き姿 として利用 していることが前提

となって判断 を下すべ きだろう。所蔵 されていなが ら探索手段 が保障 されてい ない資料、部局等 の研

究室 に貸 し出 され ることにより事実上利用が出来な くな る資料、利用希望 が競 合す ることによって発

生 した不満 、とい った資料その もの と言 うよりは資料および それ に関す る提 供 システムの不備 か ら惹

起 された もの と見なすべ きだろ う。現状 と しては評価 される状態 にあ りなが ら、京都大学図書館 シス
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テム全体 の中での資料の位置関係 から問題 が発生 していると見 なされ る。

 歴史的蓄積部分 については十分 にその役割 を果た していると考 えられるが、現今の資料 に関 しては、

決 してその状態 を維持 してい るとは断言で きないようである。特 に附属図書館 において雑誌 に関 して

「今年 になって減 りす ぎ」 と指摘 されているところは留意す る必要があるだろう。古い資料 に依存す る

学問分野 につ いて は歴 史的蓄積で対応 が可能 であろうが、急速に展 開 してい る分野や、最近 になって

生 まれてい る学際的分野 につ いては明 らかに遅れをとっているようである。新 たに受 け入れ られ る資

料の、受 け入れ られ るべ き資料全体の中で相対的割合 が減少 してい ると考 えるべ きで、この ことは京

都大学図書館 システムが今後 とも 「わが国で3番 目」 を維持す ることを難 しくす る可能性 をはらんで

いる。

 けれど も最近 になって急速 に充実 されつつ ある電子的資料 については、先 ほど述 べたことは杞憂 に

過 ぎないよ うで ある。附属 図書館において も、部局図書室 において も大いに関心が抱 かれ てお り、積

極的 に対応 しよ うと してい ることが うかがわれ る。逆 に、電子的資料 に力 を注 ぐ余 り旧来の資料 に眼

が向かな くなってい るとす ると問題である。たしかに電子 的資料 の将来性は高 いが、旧来の資料の重

要性や、旧来の形で しか刊行 されない資料の多さにも気 を配 る必要 があるだろう。

 現今の資料の収集 に対す る評価は、その選択方式 に着 目せ ざるをえない。利用者 か ら直接出 され る

資料要求 をど う把握 してい るかを見 ると、附属図書館 における 「学生希望図書制度」につ いて知 つて

いるのはわず か5%で あ り、50%近 くの学生 が 「知 らない」 とい う回答 を寄せ てい る。制度 につ いて

の周知 を努 力すべ きで あ り、 と同時 に出 された希望 が着実に実現 され るとい う実態 を確保す ることが

求 め られ る。部局図書室 においても相 当の ところが利 用者 の要望 を聴 くよ うに努力 してい るようであ

るが、利 用者 自身の理解 を深 めることが期待 される。

 利用者 か ら出 され る希望 を先取 りするかたちで進め られ る可能性 のあるのが、教官による学生用図

書の選択 であ ろう。附属図書館 が実施 している商議会の メンバ ーに選書 を分担 して もらつてい る現行

の制度は、 この意味で意義深い ものである。全学の学生 ・院生 にサー ビスをす る附属図書館の立場 を

わ きまえた選書 が進 め られ ることが期待 される。

3 利用者へ のサ 一 ビス

 全般的には良 く展開 がな されてい る。 しか し、附属図書館 にお けるサービス と部局図書室 における

サー ビスには相 当の温度差 が存在す るよ うである。特 に問題点 と して指摘 してお きたい ことは、部局

図書室の中に 「事項調査 ・所蔵調査等」のいわゆ るレファレンス ・サービスが十分 に展 開 されていな

い とうかがわれ るところがあることである。その主たる原因 は、「現状 と課題」の随所 で触れ られてい

る担 当職員 の問題 に帰せ られ るであろう。部局図書室等 は、実質的には専門図書館 と して機能 してい

るのであるが、その機能 を担 うに足 るよ うな知識 ・経験 を蓄積で きるだけの環境 が整備 されていない

よ うである。それぞれの部局図書室 には相当量の資料 が所蔵 されてお り、これ らを駆使 して果た され

るの がレファレンス ・サ ービスであるが、それ らの資料その ものにつ いての知識 をわ きま えることな

しには実現 しがたい。 このためには或 る程度の担当職員の定着性 を確保す ることが必要である。また、

獲得 した知識 と経験 を生 かすためにもこの ことについての部局等 における理解が必須で ある。

 京都大学図書館 システム として提供 してい るサー ビス全体 につ いての理解 を求め るための行動 が、

広報活動の内容 として位置づけ られねばならない。

4 情報システム と情報基盤整備

 この項 目は、OPACの 構築 ・所蔵情報 の電子化 ・デ ータベースの構i築 ・外部デー タベ ース情報の デ

リバ リ ・業務の コ ンピュータ化 ・コンピュータ端末の整備 などか ら評価 され る。OPACの 構築 と所蔵

情報電子化 は同時並行 的に進行 され るべ きもので ある。情報提供 システムの整備 と併せ て収録 され た

デー タの質 と量 が問われ る ことを意味する。 システムは部局図書室 も含 めて整備 が終 わってい ると考

えられ、学 内の どこか らで も所蔵状況 を把握 できる体制 はで きてい る。 しか しデー タ内容 となると、

100万 件 を超 えた とはい え、まだ大量の資料 データが入力 されないままとなってお り、大 きな問題 とな

っている。 そのほ とん どが過去において蓄積 された資料であ り、利用度 の低 いデータであ ることは明
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らかで あるが、京都大学図書館 システ ムの最大の長所で あることを考 えると早急 に、かつ計画的 に整

備 を進め る必要 に迫 られてい る。データベースの構築 は附属図書館の電子 図書館 として整備が進んで

いる。著作権の ク リアなどとい つた整備 の対象となる資料その ものの もつ問題点 は確 かに存在す るが、

整備のための基本方針 とい った もの を明確 にし、利用 サービスと密接 に関連 させ た方向性 が まだ見 え

てい ない。最近の 日本の図書館界で進め られている 「電子図書館づ くり」 を 「シ ョーウイ ン ド」 と評

され たことを忘れてはな らないだろ う。外部データベース情報のデ リバ リについて も、附属 図書館の

先導的役割 が期待 され る。全学的に意義のある外部データベース情報 を積極 的に取 り入れ、そのデ リ

バ リにつ とめてい ると評価で きる。業務 のコンピュータ化は、ほぼ完璧 に果 た され てい る。 コンピュ

ータ端末の整備 も、大型計算機 センター ・総合情報メディアセンターとの協同の もとに着実 に進行 して

いる。連携 ・協力が機器 ・設備の維持 と管理 に終わ ることな く、 その利 用形態 に対応 した形 で展開 さ

れ ることが必要 だろう。なお、部局図書室 における情報基盤 が、部局主導型 にな りつつ あって、京都

大学図書館 システム全体の 中での齟齬 を発生す る可能性の あることが指摘 されてい るが、情報基盤整

備 についての全学的 な合意が背景にあれば、かか る事態の発生す ることを避 け ることがで きるだろう。

5 施設 ・設備

 部局図書室 も附属 図書館 も、施設の狭隘化 が明 らかである。物理的資料 の存在 、そ して その驚異的

な増大が この ことをもた らした ことは明白であり、今後 ともこの課題 は常に存在 す ることにな るだろ

う。た とえどの ように電子化が進行 した としても解決 しがたい問題 と認識 されなければならない。

 京都大学 図書館 システムが、システムとしての統合性 を保つ ようになれば、例 えば共通で利用す る

保存書庫 を持 ち、利用頻度の低下 した資料等 を、重複 を回避 しなが ら運用 ・管理 す る方向性 も見 いだ

せ るだろう。附属図書館のみが先行 して独 自のための 「増築」 を要求す る方 向か ら京都大学図書館 シ

ステムとしての施設 ・設備 についての計画 を策定することが期待 され る。

 新 キャンパ スの計画 が進行 しているとの ことであり、キャンパ ス全体 の再利 用計画 がいずれ策定 さ

れるだろ う。その過程において京都大学図書館システムとしての展望 を具体化することが求め られ る。

6 財政

 附属図書館 をは じめ として、財政 ない し運営予算につ いて触れ たほ とん どの部局 図書室が、その状

況 に危機的意識 を抱いてい る。国の予算規模の縮減 のなかでやむ を得 ない とい う解釈 も成 り立つ が、

長期 的展望 にたった対応 が必要 と認識す るべきだろ う。 この解決 に向 けて、附属 図書館の よ うに 『外

部資金」の調達 を策定す ることも視野 にお くべ き時期に至 っているだろう。

7 管理運営

 当然の ことであるが、附属図書館 と部局図書室 の間に、 この項 に関 しては差異 が存在す る。京都大

学の一部局 として認知 されている附属図書館 と、部局のなかに存在す る部局図書室 とが同列で論 じら

れ る可能性 は少ない。ただ、管理 連営の効率化 は、目標である京都大学図書館 システムの利 用者への

サ ービス充実 とい う方 向性 を見失 ってはならないだろう。既 に商議会 において承認 されてい る宇治地

区の分館構想 について も、 この ことは忘れ られてはならず、単純 に一元化 ・統合化 を目指すのではな

く一元化 ・統合化で どれだ けのサービスが向上で きるかについての コンセ ンサ スを得 る必要が ある。

利用者 にとっては、多 くの場合一元化 ・統合化が、「サービス拠点の遠隔化」 と して しか認識 されてい

ないな らば、実現 は難 しい と判断 される。図書館活動の広報 が重要 な事柄 とされ る。

8 広報活動

 附属図書館の広報活動 は、ホームページの作成 をはじめ として組織的 に実施 され充実 が図 られてい

る。 しか し、部局図書室につ いて、その位置 づけか らしてやむ を得 ないので あろ うが積極的 な広報活

動の展開 を見出す ことは難 しい。

28



京都大学図書館システムに対する外部評価

図書館情報大学教授

   永 田  治 樹

 京都大学附属図書館 はわが国 を代表す る学術図書館 である。1897年 以来今 日に至 るまで収集 された

その コレク シ ョンは、非常 に高 く評価で きる。 また近年 は、「机 の上に京都大学」 とい う電子図書館サ
ービスや、情報 リテ ラシー教育への支援等の、時代 の要請に合致 した新機軸 をいち早 く展開するなど、

その活性度 も誇れ るもの といえよう。

 このよ うに歴 史が織 り成 した資産 を保持 しつつ も、極 めて進取性 に富 む、京都大学附属図書館 の多

面的 な活動 をつぶ さに捉 え、評価 す るのは困難であ り、本報告 では委員会 において提起 された八つの

項 目を評価観点 と して踏 まえつつ も、図書館 マネジメン トとサー ビスの問題 に限定 して、コメン トす

ることとしたい。

 なお、この報告 において 「附属 図書館」 というのは、標題に示 したもの と同意の、大学設置法令 で

い う、大学全体 をカバ ーす る図書館 システムを指 し、京都大学でい うところの 「部局 としての附属 図

書館」 を指す場合は、「〈附属図書館 〉」と表現する。

1 図書館 マネジメン トについて

1 使命実現のための戦略計画の策定

 図書館 がその使命 を果 して行 くには、そのための諸 目標 と目標達成の筋道 を描いた戦略計画 が必要

である。わが国の大学 おいては、図書館 は事務機構 に属す る間接部門 と して位置づけ られ ることが多

く、 また財政負担能力 が乏 しいために事業の見通 しがつけづ らく、戦略計画 を持 たないことが多い。

今回、外部評価委員会 に提示 された資料 にも、それに該当するもの は見 あた らなかった。

 京都大学附属図書館 は、この世紀 の転換期 において「図書館の あり方 を見直す」としている。この機

を捉 えて、京都大学附属図書館固有の使命 を確認 し、戦略計画 を策定す ることが望 まれ る。新 たな図

書館 ビジ ョンを戦略計画 として組織内外 に周知することは、図書館 マネジメン トの第一の課題で ある。

2 「調整 された分散方式」の実効化

 京都大学 附属図書館 は、60も の図書館 ・室 で構成 されたシステムで あ り、その機能分担 は 「調整 さ

れた分散方式」 をとって いるとい う。 この方式が学部 自治 を尊重 する総合大学の有効 な運営方式で あ

った ことは、事実 であろ う。 しか し、学部 ・大学院(部 局)を 基本単位 とす るわが国独特の大学の管

理構造にあって、図書館 システムが 「調整 された分散方式」によって必ずや機 能するとはいいがたい。

調整のための、全学的 な意思決定 を行 う機 関が明確 にされていない京都大学 のケースは、その一事例

であろう。

 この方式 の問題点 は、調整の困難性 である。 しかるに、図書館機能 は各組織単位 をつ なぐ横断的な

性格 を持 ち(こ の意味で 〈附属図書館 〉が学部等と同一の レベルの部局ではない)、 緊密 な連携 が必要

であ り、その際 、限 られ た財源や人材 によって、図書館 を適切 に機能 させ て行 くには、資源の再配置

などを含む調整 が不可欠であることは、改めて言 を要することではない。

 そ こで京都大学附属図書館における 「調整 された分散方式」の実効化 を図るために、次の点 を検討

する必要が あろう。

1)連 携原則の確認

 図書館資源(人 材 ・組織、 コレクシ ョン、財源、サー ビス機能 など)の 状況 が大 きく変わ りつつあ

り、各図書館 ・室(〈 附属 図書館 〉並 びに部局図書館 ・室)が 、今後 どの ように連携(統 合 と分散)

し合 うか を再確認す る段階 にある。 その方向性 は、各図書館資源 の性質 によって異な る。規模の メリ

ッ トが生 じる人材 や電子 資料 の運用に関 して は、統合が期待 され、一方、サー ビス機能 につ いて は、

利用者アクセスの見地か ら分散 が強調 され る。
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 問題 となるのは、適切 な図書館 運営単位 の再検討 と、経 費などの負担 の公平性(平 等性で はない)

の二点であろ う。図書館単位 の基盤 は、コ ミュニテ ィとい う公共空 間であ り、それ はコ ミュニ ケーシ

ョンの あ り方 によって伸縮す る。宇治地 区五研 究所共通図書室の試み は大変重要 な もの と思われ る。

また、負担 の公平性 は、単純 な 「受益者負担」原則で は解決 しない ことをい う。例 えば、基礎研究 や

人文学分野 の規模 は小 さく、等分の負担 に耐 えられないこともある。長期的視点 に立 った合意に よっ

て、負担の公平性 の確保 が望 まれ る。

2)全 学的な調整機 関の設置

 相互 に機能分担 し合 う図書館 システムを構築す るために、1)に 述べ たよ うな確認の上 に、調整 を

担当す る機関が必要 となる。図書館行政 とい う立場か らいえば、すでに存在す る附属 図書館商議会 が、

その構成 メ ンバ ーか らみて も、 この任にあたるのが相応 しいだろう。 しか し、 この機 関には京都大学

の場合審議 の対象がく附属図書館 〉の範囲を越 えない とい う枠が設定 されてい る。 また近年大学の情

報基盤 としては、図書館 だけで なく、情報 ネッ トワークやその他必要 なハ ー ドウェア・ソフ トウェアを

供給す る部局が出現 している。 これ らの点 を鑑み、調整機関 を設置すべ きであろ う。

3)財 政的基盤の確立

統合図書館 システムが形成 されなかった理由の一つ は、 それぞれの部局 が独立 して図書館 を運営で

きた財政基盤にある。「部局図書館 ・室制」 とい うこの組織形態 は、現在国立大学 では財政基盤 が強固

な旧帝大系の大学においてのみ残存 しているものである。

 一方、図書館群の中で最大の〈附属図書館 〉はといえば、独 自の財源 のみ では運営で きず、学内共

通経費 に強 く依存せ ざるをえず、財政基盤 は脆弱であるといえる。そのために、全学的な立場か ら調

整 を試みて も、その指導性 を発揮 しに くく、特別の予算 が措置 されない限 り、その範囲は 日常的 な連

絡調整に止 まる。

調整 を行 う機関の財政基盤の確立は重要 な課題である。

先走 ってい えば、平成12年 度か ら文部省は、国立大学予算の積算方式 に関 し従来 とは異 なった対応

を始 めた。 これまでの ような校費 による積算分が大幅 に削減 されてい る(こ れが、部局図書館 ・室 の

財源である)。 今後、いかなる方式で大学予算の積算が行われ るかは不 明であるが、図書館経費 を確保

す る努力 を、調整機 関のみ ならず、各図書館 ・室で も開始すべ きで あろ う。また、今後の財源 と して、

大学 が獲得す る外部資金に対す るオーバーヘ ッドなどについて も考慮 に入れてお きたい。

皿 サー ビス につい て

 近年 、情報技術 の導入 によ り図書館 サー ビスは著 しく向上 した。京都 大学附属 図書館 において も

oPACが 導入 され、各種の電子資料サービスがい くつ もの図書館 ・室で展 開 されている。またILLな ど

による ドキュメン ト・デ リバ リー ・サービスも年 々伸び続けている。

 しか し、翻 ってみれば、情報量の増大 とメデ ィアの多様化 といった進展 に、図書館 が十分に対応 し

きれず、受入資料 の減少や、サービス現場での ちぐはぐな対応 も目立つ よ うに なって きてい る。 こう

した様相 は、現在 どの大学図書館 において も一様 にみ られるもので あるが、特に京都大学附属図書館

の場合、その規模の大 きさと複雑 な図書館システムゆえに課題は多い といえる。

1 サー ビス製品の設計

 利用者 がどの ようなサ ービス製品 を求めているかを、利用者調査 によ り把 握す ることは、サー ビス

製品設計の第一歩で ある。今回、「京都大学図書館 ・室利用者アンケー ト」調査の実施 を評価 したい。

 ところで、図書館のサ ービス製品は、情報の提供であ るが、利用者の満足 度はそれがどの ように提

供 され るかに大 きく関わ っている。ア ンケー ト調査の結果 か ら、特 に需給 のア ンバ ランスに関わる問

題 を取 り出 してお く。

1)サ ー ビ ス ・ア ワ ー

 サービスは、基本 的に利用者 と対面 してその場その場で行われる もので ある。 したがって、利用者

の都合のいい時間 と場所 を達ばなければそれは実現で きない。逆 にい えば、人出の多い時間帯 や場所
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はサ ー ビス の適 時 ・適 地 で あ る。例 えば 、昼 の休憩 時 間 な どは 、学 生 に も教 員 に も適 時 と なる。 しか

し、 その時 間 が 、開 館 ・開室 してい るものの 、サ ー ビス ・アワーで はな い図書 館 ・室 もあ る。

 貸 出 ・返 却 の よ うな サ ー ビスは それ を 自動 化 し、人 を介 さず行 う ことがで き る。 しか し、 レフ ァ レ

ンス ・サ ー ビス や各 種 の 申請 受付 な どはそ うも行 か な い 。 もち ろん 、電 子 メ ール な どに よ り質 問 な ど

が送 られ 、後 ほ ど対 処 で き るの な らば、時 間 や場 所 の制 約 が緩 和 され る。 自動 化 に よ るサ ー ビス ・ア ワ

ーの拡大 を含 め 、適 時 ・適 地 の窓 口対応 を望 み た い。

2)ジ ャス ト ・イ ン ・タ イム

図書館 サービスは、提供す る情報内容 もさることなが ら、その タイ ミングが極めて重要で ある。

タイ ミングの確保 については、必要 とされ るものが配備 されていれば可能 であるが、そ うではない

ときは、①必要 な情報 をで きるだけ早 く入手 し手渡す態勢 がで きているか、②すでに所蔵 している情

報 を必要 な利用者 に効 率的 に提供 してい るか、とい う二つの問題 がある。今 回の アンケー ト調査 にお

いて、① に関 して図書 館側 か ら、 リクエス ト図書が数か月 もかか るものだ とい うの回答 があった。 ま

た、② に関 して は、「利用者 が多いため、なかなか手に入 らない」 とい う利用者 の声があった。前者に

ついては、利用 が求め られてい ることを重 く受け止 め、 とりあえず整理 を後に回す ことによってで も、

できるだけ早 く手渡 したい。 また、後者 につ いては、雑誌 の短期間貸 出などはみ られ るが、授業用な

ど集中的に利用 され る資料 について、いわゆるシ ョー ト・ロー ン(時 間貸 ・日数貸)と いったサービス

や、催促 ・罰則 などの運用 を検討 して、コレクシ ョンの回転 を上げ るよ うに対応 したい。また、利用

頻度の高い資料の複本購入やデ ィジタル化により同時利用 を可能 にすることも考 えられ る。

3)ILLと ドキュメ ン ト・デ リバ リー・サービス

 図書館 問の相互協力 によ り、他の図書館か らのサービスが受 け られ るよ うにな り、 ときには図書館

まで行かな くとも文献 が入手で きるようになった。情報量の急激 な増大 によって、個 々の図書館で必

要 な情報 をすべてコ レクシ ョンとして抱 えることは不可能だか ら、このサービス量は増加傾向にある。

しか しなが ら、ILLに は付帯サービスというニュアンスがあ り、サービスの態勢 を整 えることが難 しく、

特 に受付件 数の多い部署 では、対応 しきれないとい う声が ある。高い処理件数 をあげているく附属図

書館〉や医学図書館などでも、すでに現システムでは目いっぱいの状況のようみえた。

 このサービスの問題 は、需要 は急増 してい るのに、供給はそれに追いつ けないところにある。また、

基本 的に現態勢 では根本 的な改善 は不可能で ある。情報入手の基幹的なシステ ムとして これを位置づ

け、更 なる態勢整備 と、いわゆるフ ィー ・べ一スのサービス展 開を考慮す る段階に きてい るのではな

か ろうか。

2 利用者の意見への対応

 今回の アンケー ト調査 における利用者の意見に対 して図書館側 が作成 した回答は興味深かった。利

用者の意見 は、 中には到底対応で きない もの もあるが、 もっともな要望 ・意見 も多い。 しか し、それ ら

すべてがか なえ られ るべ きものともいえない。図書館 のサービスがどこまでをカバ ーす るかについて

相互の了解 が必要 で ある。例 えば、開館時間を深夜 まで延 ば して欲 しい とい う要求が ある。 しか し、

図書館 は財源 がないか らそれに応 じてはいない。その理 由は明確 に利用者 に伝 え られてい るのだろう

か。図書館 も、積極的 にアカウンタビリテ ィを果 して行 かねばならない。

 また、利用者の要求 と図書館側の回答 とに開 きがあると感 じられる もの も存在 した。い くつ か例 を

あげれば、サ ービスの遅 さに対す る要員不足 とい う回答 、職員の能 力不足 に対す る人事異動による不

慣れ、利用頻度の高い資料の入手困難性 に対す る頻繁 な来館要請 、夕刊の配備 に対す る配達時刻の不

安定 さといった もので ある。これ らのいくつかにつ いては、個別 に対応 を考慮 しなければならないが、

それだけでな く、サー ビスの レベル について利用者 と図書館の共通理解が必要 であると思われる。

 図書館 は、サー ビスに どの程度時間がかかるのか、あるいは図書館 はどこまでサービスす るかなど、

サー ビスの レベル を提示すべ きである。戦略 目標などにも設定 してお くこともできる。また、 こうし

た利用者 との コ ミュニ ケーシ ョンは一方的ではなく話 し合いを持 ってお くことが非常 に有用であろう。

ちなみ に、オ リエ ンテーシ ョンは必要だが、それは図書館か ら利 用者への一方通行の コ ミュニケーシ

ョンで ある。部局図書館 ・室 などでは、教員や学生 との懇談会 などを持つの もよい し、双方でサービ
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ス協定 を結べ ば、 それが図書館の活動(評 価)指 標 となる。図書館側 は、それぞれについて どの よう

に実施 したかを年度 ごとに説 明す ることになろう。

3 「ハ イブ リッ ド図書館 」へ の接近

 昨今の話題 は、情報技術 を駆使 した電子図書館で ある。 しか し、利 用者 は、電子資料 も印刷媒体の

情報 も必要 としてい る。 その割合 は今の ところず っと後者のほ うが多いだ ろう。 しだいに情報のデ ィ

ジタル化が進 むに したがって、割合が逆転す るか もしれ ないが、完全 にメデ ィァが一元化 す ることは

考 え られない。多様 なメデ ィアが混 じり合 っているとい う意味でハ イブ リッ ドとい う用語 を使 うなら

ば、われわれの図書館 はハ イブ リッ ドな図書館 であ り、図書館 は、一部の例外 は別 として、将来 もハ

イブ リッ ドな図書館であ り続 けるだろう。

 ハ イブ リッ ドな図書館 は、メデ ィアが多様化 した分 だけ、従来の もの よりも錯綜 した状況 となって

い る。新聞 を例 にとれ ば、当 日分、過去1週 間分 ない しは1月 分 、製本 済み の もの、縮刷版 、CD-

ROM版 、 さらにインターネ ッ ト上の記事配信やアーカイブ、同一の ものに これ だけの資料 タイプがあ

る。 しか し、現段 階では、従来の方法 を踏襲 してい るから、各資料 タイプ相互 に参照 してい るケース

はほとんどないであろう。 この ような状況での図書館利用は利用者 に とって毎 回チャレンジであろう。

 実は、ここにい う 「ハ イブ リッ ド図書館」 とは、現段階のハ イブ リッ ドな図書館 をいうのではな く、

その問題点 を解決 したものを指す。印刷媒体や電子資料、あるいはネ ッ トワーク上の情報資源 などの、

多様 なメデ ィアの情報 が統合的 なインタフェースで利用者に提供 され てい る図書館 である。つ ま り、

「ハ イブ リッ ド図書館」は、 これ までの図書館において、その館 に足 を踏み入れればどのよ うな資料が

どこに配置 されてい るかの様子 が把握 できたように、PCの スク リー ンに図書館の 「情報景観」 が示 さ

れ、利用者 はそれ を辿 って求 める情報 を発見 し、評価 し、そ して入手 で きる機 能 を持つ もので ある。

「ハ イブ リッ ド図書館」 では、メデ ィア区分 や組織 といった各種の 「ボーダー」 が解消 され、「ワン・ス

トップ ・シ ョッピング」で情報が入手できる。

 この アイデアは、高度 に統合化 されたシステムによって可能 にな るものであ り、ブローカー ・シス

テムや各種の プロ トコル などの 「ハ イブ リッド図書館」の要素技術 は、なお研究途上 にあ る。そ うし

た研究 開発に も、人的資源 が豊富 な京都大学は力を注いでいただきたい。 また、 それ とともに、「ハ イ

ブ リッ ド図書館」 を構築す るためには、単 にシステム技術 が解決 されればすむのではなく、 さま ざま

な準備 が必要である。 それには、データとシステム(技 術的 ・社会的)の 両面 がある。データ面では、

遡及入力による目録 データベースの完成 がまずあげられ よう。 また、 システム面 では、各種 の情報 の

ためのナビゲーシ ョン・システムの工夫、制度面での、60の 学内図書館 ・室相互 や学外機関 との協力態

勢の整備などが入る。

 20世 紀 とともに歩み続けた京都大学附属図書館 が、次の世紀 において も学術 ・文化の改進 に資す るも

ので あり続 けるよう、新 たな図書館 システムを築 きあげていただきたい。
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まとめと提言

外部評価委員会委員長

       柴 田  正 美

は じめに

 外部評価書 の 「まとめ と提言」 を述べ るにあた り、この評価の対象 と、文書の中で用いた表現 につ

いて明 らかに してお きたい。

 京都大学 では、その図書館 システムを 「調整 された分散方式」 によって運営 してきてい る。具体的

には、附属 図書館 および各学部 ・研究所等に設置 され た図書館 ・図書室等 が、それ ぞれ独立 して機能

を果 たす と同時に、附属図書館の経営に責任 をもつ主体 が中心 となって、それ らを調整す る機能 を付

与 され、京都大学の図書館 システム全体 としての役割 を積極 的に展開 しよ うとす るもので ある。 この

方式 は、幾つ かの単科大学の集合体 として形成 されてきた京都大学固有 の歴史的背景 を基礎 とした も

の と理解 され る。

 今回の評価 の対象 は、 こうした体制その ものをも課題 とす るとと もに、個別図書館(例 えば、附属

図書館 ・一部局の図書館 ・室等)に ついても、外部評価準備委員会か ら提示 された資料 ・情報の範囲

で考察 しよ うとす るものである。

 以下の論述 においては、 これ ら全体 を対象 とす る時には 「京都大学図書館 システム」 と表現 し、そ

の一構成機関で あり京都大学内においては 「部局」 として認識 されているもの を 「附属図書館」、さら

には各学部 ・研究所等 に設置 されてい る図書館 ・図書室等 を 「部局図書室」 と表現す ることとす る。

なお、これ らの用語 の使 用法 は、本 「まとめ と提言」 における範 囲の ものであ り、各外部評価委員の

作成 した外部評価書 に及ぶ ものではない ことを留意 されたい。

第1部 現状に対す る意見 と評価

1 京都大学図書館の果た してきた役割

 京都大学 「附属図書館」 は、1999年 に創立100周 年の記念すべ き時期 を迎 えた。わが国 を代表す る学

術図書館 と して、先導 的役割 を果た して きたことは明 らかで ある。そこに集積 された資料 は高 く評価

す ることがで きる。 また、それ らの提供サービスにおいて も、多 くの先進的試み を実現 し、常に学術

研究図書館 の第一線 を形成 して きた。また、最近 において は電 子図書館化 をよ り高度 に実現すべ く

「机の上に京都大学」 をコンセプ トとして、貴重なコレクシ ョンの電子情報化 を進めているほか、学生

たちの情報利用能力向上のための積極的な展開がな されてお り、 この面で も評価 が高い。 さらに、国

立大学図書館協議会 を始め とする外部の団体 において も各種の役員等 を引 き受け、その蓄積 した経験

と知識の普及 に も大 きな役割を果た してい る。

2 京都大学の目指す方向と京都大学図書館 システム

 今、大学 における教育 ・研究 システムその ものが問われ る状況が深 まってい る。 これに対 して京都

大学 は、教育 システムで は、学部 中心の大学で あったもの を大学院 を中心 と した大学組織 に改組す る

ことを大 きな流れ として定 めている。研究システムで は、豊 かな創 造性 と最先端 を行 く研究 を推進す

るなかで卓越 した研究拠点 となることを目指 している。 この両者の システムを整合的に実現す る努力

を通 じて、21世 紀 を支 える人材の養成 、独創 的研究成果の生産 、それ らの社会還元 を京都大学に与 え

られた使命 との認識 を表 明 している。

 京都大学 図書館 システムは、 この京都大学 の追求す る、 あるいは京都大学 に期待 されている役割 ・

意義等 に積極 的に応 え、その 中での一定以上 の役割 を果 たす ことが求め られてい る。 この ように期待

されている役割 に対 して、どのように応 えているだろうか。

まず 「附属図書館」で あるが、100年 にわたる歴 史的資産で ある貴重 な古典籍 と各種の大型 コレクシ

ョンを蔵書 の 中核 として、ほぼ全領域にわたる学問分野の基本資料 ・学生用資料 を備 えてお り、文字
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通 り[全 学の 中央 図書館]と しての役割 と機 能を果た してい る。けれ ども、今 回実施 された利用者 ア

ンケー トの結果 を見 る限 りにおいて は、そ うした機能 は相対 的に評価 が低 くな りつつ あることを示 し

てお り、なん らかの改革のない ままで推移す ることは許 され なくなってい る状況 だと判断 され る。

 つ ぎに 「部局図書室」であ るが、学部 レベルに備 える形で整備 され、それ な りに十分機能 していた

にもかかわ らず、一連の大学院大学化が進行する中で、「大学院 レベル」に相応す る資料 ・情報の蓄積、

およびその提供 サービスの展開 に遅れ をとっている状況が生 まれている。

 これ らの京都大学図書館 システムを構成す る要素で ある 「附属図書館」 お よび 「部局図書室」 は、

これ まで 「調整 され た分散方式」 によって統 合的に把握 されるとされて きた。 この方式は、学部 自治

を尊重す る総合大学の有効 な運営方式 と評価 されて きたが、総合性 と一体性 に向けて調整 する権限 を

持つ者 がお らず、またそ うしようとす る意図が明確でない ところに最大の問題 が存在 しているだ ろう。

 この 「調整 された分散方式」、京都大学図書館 システムの 「学習図書館機能」 をどの ように維持 ・展

開す るか、研究支援機 能の更 なる展開の方策は、外部評価委員会の大 きな論点 であった。後述す る提

言 は、それ らの論議 を背景 と して作成 してい るが、「調整」の効果を高 めるためには、京都大学 におい

て全学 を挙げての論議 と合意の形成 が緊急課題であろう。

 京都大学図書館 システムに社会的貢献 を期待す る面 も強い。小 山委員 が述べ ているように 「情報化

社会 、生涯学習社会へ の対応 がすべての図書館 に求 め られ」てい る状況 は否 定 がで きない。それが

「いかなる図書館 も単一では図書館 の使命 を果た しかね る状況」 を背景 と しているこ とを考 えれば、大

量の資料 ・情報 を蓄積 してい る京都大学図書館システムとは言いなが ら、協力関係 な しには使命 を全

うで きないだろう。石原委員 が示す基本理念 「大学図書館 が収集す る図書資料 は一部の構成員の もの

ではな く、公共財 として広 く共同利用に供 され るべ きだとい う点」 を踏 まえた社会的貢献 が求め られ

てい る。

3 図書館資料

 京都大学図書館 システム全体 が所蔵 する資料は、わが国で3番 目に多い とされて いる。それで もア

ンケー ト回答 を見 ると 「少ない」 とか 「よ く借 りられていて利用で きない」 との不満が明 らかになっ

てい る。 これ は、資料 その ものの問題 よ りは、資料提供 システムの不備 と考 え られ るだ ろう。一部の

「部局図書室」の所蔵す る資料がOPACデ ー タの未整備のため京都大学図書館 システムの中にあるにも

かかわ らず見 えない状態 となってい る。 このOPACデ ータの整備は、それぞれの 「部局図書室」 の方

針 に委ね られてい るため、京都大学図書館 システムの効果 を低 くしてい ることを認識 しなければ なら

ない。前述の 「公共財 として広 く共同利用」する体制 を作 るには、 まず 、所蔵 してい る資料 ・情報 の

的確 な公開があって然 るべ きだろう。

 昨今の研究 ・教育 においては、膨大 に蓄積 された図書資料 よりは、逐次刊行物や電子化情報 が重視

されつつ ある。逐次刊行物 に関 して、「附属図書館」 において 「今年 になつて減 りす ぎ」 といったアン

ケー トの指摘 がある点 は注 目す る必要があるだろう。収集範囲の適切性 が問われ るところで ある。適

切 な収集 は、京都大学図書館 システ ムの収集力の余裕 をも示す ところとなる点 を配慮 しなければ な ら

ない。

 電子化情報 について は、「附属図書館」 も 「部局図書室」 も力 を注いでお り、急速 に充実 されてきて

いる。確 かに電子化情報 は、最近の学界動向 を反映 してお り、大 いに期待 され るところであるが、 こ

れのみ に力を注 ぐと旧来 の資料 に対す る 「軽視」 が生 まれ ることに なる。電子 化 され ない ままの資

料 ・情報に対 してもバ ランス良 く対応す ることが求め られ る。

 現在の利用者のみ を対象 として資料 の収集 を進めてい ると、量 的には満足で きる状態 を生み出 して

も、質の面で評価の落 ちる可能性が ある。資料 ・情報の選択能力を飛躍的 に充実す ることが期待 され

てい る。

 図書館 における資料サ ービスは、現有の資料 ・惜報のみでサー ビス を進 めることはで きない。京都

大学構成員の期待す る資料 ・情報の全体 を確 実に想定 し、それに対応す る収集方針 と目標 を提示 す る

ことが必要 であろ う。

34



4 利用 者へ のサ ー ビス

 京都大学図書館 システムにおける図書館サービスは、「情報技術の導入」 を背景 として著 しく展 開が

進 んでい る。 しか し、 「附属図書館」 における利用者へのサービスと 「部局図書室」におけるそれ との

間に相 当の温度差 があることを指摘 してお きたい。利用者ニーズに合わせ たサ ービス提供 を進 めるた

めには、提供す る情報内容 とあわせて利用 しやすい時間帯等適切 なサ ービスが実現 されなければな ら

ない。すべ ての サー ビス拠点が、その管理す る範囲で適時 ・適地 ・適切 なサービスを実現で きている

とは言い難い状況 にあ る。

 特 に 「事項調査 ・所蔵調査等」のいわゆ るレファレンス ・サービスが十分 に展開 されて いない 「部

局図書室」 もあ り、それ らの ところでは利用者か らの要求が生 まれていないから展 開 され ることもな

い と考 えられ る場合 もあろ うが、サー ビスの態勢 を整 えない状況下 においては 「要求す ら顕在化 しな

い」 とい う 「卵 が先 か、鶏が先か」の問題にも気づいていない。

 資料 ・情 報の共有化 が叫 ばれ る中で重要 な利用者サ ービス と位置づ け られてい るILLと ドキュメン

ト・デ リバ リー ・サー ビスにつ いては、増加傾向 をうか が うことがで きるが、限界に近 い状況 となっ

ているよ うである。図書館サー ビス全般 を見渡 した うえで、 これ らのサー ビスの あり方 を考 えなけれ

ばな らない。なお、個 々の図書館が必要 とされ るすべての資料 ・情報 をコレクシ ョンとして準備 でき

ないことが明 らかになってい る現状において、これ らのサ ービスを 「付帯 サービス」 と考 えることは

許 されないだろ う。

 及川委 員は、利用者 サービスの新 しい試み として全学共通科 目 「情報探索入門」 を高 く評価 してい

る。この科 目が必要 となる背景 は、「この種の情報活用能 力が大学 での研究や勉学の前提 となる」(同

『講義録』 よ り)こ とで あるが、京都大学図書館システム全体 としての取 り組 み となっていることに、

よ り多 くの可能性が期待 され る。

 学習支援 サー ビスは、それぞれのサービス拠点が保有す る資料 ・情報 の有効活用 を図 ることがで き

ると同時に、不足 して いる資料 ・情報 についての状況 をも把握 できるようになるで あろ う。基本的資

料 ・情報がなければ学習支援サービスは展開で きない。

5 情報システム と情報基盤整備

 郷端委員 が指摘 しているように、情報基盤の整備 は京都大学全体で総合 的かつ計画 的に進め られ る

必要 がある。サー ビス拠点 におけるコンピュータ端末の整備や、それ らで検索可能 となる外部 データ

ベース情報のデ リバ リー体制等は、確 かに京都大学図書館 システムにとって も重要 な課題で あろ うが、

図書館 システムだけで検討すべ きことではない。大型計算機 セ ンター ・総合情報 メデ ィアセンターと

の協 同関係 が重視 され る必要がある。けれ ども、 これ らの情報基盤 を維持 してゆ くには、技術的 なサ

ポー トが必要 であ り、また、利用形態 に対応 した適切 な維持 ・管理体制 が求め られ る。全学で展開 さ

れ る情報基盤整備 が学部 自治 ・部局の主体性 の確保 とい う面 を強調 され るよ うになると、京都大学図

書館 システ ムとしての整合性 と齟齬 を来す可能性 が指摘 されていることを忘れてはな らない。

 けれ ども、OPACの 構築、所蔵資料の電子化、独 自のデー タベ ースの構築 、業務の コンピュータ化

等は、京都大学図書館 システムで取 り組 まなければな らない課題であ る。

 OPACの 構i築は、100万 件 を超 えた とは言 いなが ら、まだ大量の資料 データが入力 されていない。 こ

の背景には、既 に触れ た ことであるが、それ らの遡及入力 は 「部局図書室」の方針 に委ね られて お り

京都大学図書館 システム としての方針 とはなっていない とい うことが ある。確かに対象 となる資料 は

過去 において蓄積 され た ものであ り、利用度 の低 いデータ も相 当数存在 す るで あろう。 それに もかか

わ らず積極 的に利用 で きる条件下 にお くことが資料 ・情報の公開に対す る姿勢 を明 らかにす ることと

なる。

 所蔵資料 の電子化 は、京都大学 がもつ貴重 な資料 を中心 と して精力的に進め られてお り、大 いに評

価 で きる。 しか しなが ら電子化 を進め る資料 をどのよ うに選定す るのか といった基本的 な部分 に計画

性が感 じられない。個人 的努力によって電子化 された情報 も存在 してい るし、既 に電子化 した ものが

どの ように利用 されてい るかといった検証のシステム もないようであ る。

独 自デ ータベースの構築 は着実 に展 開 されつつ ある。 また、学習支援体制の強化につ ながるナビゲ
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一 タ ・シス テ ム も形成 され つつ ある。

図書館業務の コンピュータ化 は、「附属 図書館」 のイニ シアチブの もとに、すべての 「部局図書室」

を巻 き込 んで着実に進展 している。図書館職員の業務に対す る習熟度 を高 め ることが出来 るよ うに な

り、京都大学図書館 システム内での職員の流動性 を確保す る上で非常 に重要 な資源 とな りつつ ある。

6 施 設 ・設備

 「附属 図書館」 も 「部局図書室」 も、施設 の狭隘化が進行 してい る。物理 的資料 を収集 し、保管 ・

維持す ることが図書館機能の根幹 にあるか ぎり、 この事実 を変 えることは難 しいだ ろう。 さらに、驚

異的に資料 ・情報 が増加す るとい う点 も狭隘イ匕の進行 を問題化することになる。

 この狭隘化の進行 が、京都大学図書館 システムの立場か ら見る と重複 と認識 され る資料.情 報 によ

って加速 されてい るとす るならば、システム全体での視点 に立 った解決策が図 られ る必要があ る。 け

れども、「重複」の認識 を得 るには、相互の資料 ・情報のデータ公開が必須 であ り、先 に述べたOPAC

の遡及入力作業 が必然的に要請 され る。石原委員は、実際の作業 と予算 についての問題 はあるが 「全

学的な方向性 の確認」 を強 く求めている。

 過去の集積に引 きず られた面 が多い資料の保管場所のほかに忘れてはな らない ことがある。それは、

情報提供 ・情報のデ リバ リー機能 を中核 とす る新 しい図書館サー ビスを提供す るための場所 と設備 で

ある。全学的な情報 基盤整備のなかで、飛躍 的に改善 されつつあ るが、共同利 用スペースに置 かれ た

この ような機器 ・設備の充実 に京都大学図書館システムは責任 を果 たす必要 があるだろう。

7 財政

 「附属図書館」 は全学的視点での財政 ない し運営予算 とい う体制 に置 かれて いる。一方 「部局図書

室」 は、それぞれの部局の財政状況 の中で位置づ けられ ることとされ る。 この双方が、逼迫の度合 い

を深 めてい ることを明 らかに してい る。確か に、国の予算規模の縮減の なかでやむ を得 ないとい う解

釈 も成 り立つであろ うが、それぞれの財政お よび運営予算に責任 をもつ単位での真剣 な対応が必須 と

なっている。長期的 なサ ービスを実現す るとい う図書館のあ り方か らの論議 が求め られてお り、当面

の資料費.運 営費のみを問題 にする時代 は遠 く過 ぎ去っている。

 もちろん、「附属 図書館」 「部局図書室」単位での、財政状況転換の ための努力 は継続 され なければ

ならない。 「附属図書館」の考 えているような 「外部資金の調達」 とい う方 策 も検討 され るだろ うが、

安易な利用者か らの対価徴収 とい うことが出て きては困る。永田委員 が提起 しているように、利 用者

との間で合意 されたサービス指標 ・サー ビス レベル を設定 した うえで、検討 され る事柄で あろう。

8 管理 ・運営

 現状 において京都大学図書館 システ ムにつ いて 「管理 ・運営」の機能 を責任 をもって果 た してい る

組織 を認識す ることは難 しい。制度上では、附属図書館商議会が果たす ことを期待 されているので あ

ろ うが、現状 において は専 ら 「附属図書館」 が論議の対象 となってい るようで、京都大学図書館 シス

テムの現状 を変更 しない範囲での 「管理 ・運営」 を行っているとしか見 ることがで きない。

 「附属図書館」につ いて は、附属図書館商議会 が有効 に機能 してい る。資料 の収集 に至 るまで商識

員各位 は責任 を積極 的に果 たそ うと してお り、大 いに期待 される。部局 および 「部局図書室」 との連

携 とい う局面 において も、こうした機能 をよ り強めて欲 しいところである。

 管理 ・連営の効率化 は、目標 とされ る京都大学図書館 システムにおけ る図書館 サービスの充実 とい

う方向性 を見失 っては意味 がない。サ ービス面で利用者 か ら反発 を買 うような管理 ・運営の変更 は慎

重でなければな らないだ ろう。

9 広報活動

 図書館の広報活動 は、図書館 の利用促進 と利用者への通報や図書館 の活動報告 な どに目的があ るこ

とは、及川委員の指摘 す るとお りで ある。『静脩:京 都大学附属 図書館館報』 は、 「附属図書館」 とい

う言葉 をタイ トルの中に もちなが ら、京都大学図書館 システムの広報誌 と して編集 ・作成 ・配布 され
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て きている。 この ことは 「部局図書室」の資料や活動状況 を紹介 した り、相互 の連携 を求め る利用者

の声 を掲載 した り、大学図書館の使命 を真正面からとりあげる論説 を掲げるな どに見 ることがで きる。

 情報化の進展 した現代 における広報活動の メイン ・ステージは、次第 にホー ムページ等によるもの

とな りつつ ある。そ こでは、上記のような従来型の広報活動 が繰 り返 され るだけで は済 まないだろう。

利 用者 との問 に双方 向性 のあるコ ミュニケーシ ョンを図 ることが主要 な課題 とな るで あろうし、広報

活動 と図書館 におけ る実質 的なサー ビスにシーム レスにつ ながるナ ビゲータ的な機能 が期待 され るこ

とになるだ ろ う。 こうした面 か ら、現行の広報活動 を見 ると、 まだ まだ充実 ・展 開を図 る必要の ある

課題 は多いと考 える。

第 皿部 提言

1 京都大学図書館 システムに期待 される機能

 21世 紀 にかかろ うと してい る現代の大学図書館 に期待 されてい る機能 は、学習支援 ・研究支援 ・資

料 と情報の蓄積 と管理 ・大学外への情報の発信等で あ り、それ らを実現す るために、資料 と情報の選

択.収 集 ・組織化 ・蓄積、電子図書館 システム(各 種 のデータベース ・システ ムを含む)の 開発 ・展

開 ・充実 ・維持 ・管理 、資料 ・情報の提供(デ リバ リー ・サービスを含む)、 ナ ビゲータ的役割 を果た

す利 用者支援等 が具 体的な活動 とな る。 しか し、これ までの大学図書館 は、その期待 されて きた多様

な機能 の うち研究支援機 能が最 も強調 されてきたことは疑 いがないだ ろう。それは大学(大 学図書館

もその一部であることはい うまで もない。)の 意思決定のほ とんどを教員組織 によって担 い、その構成

員の最大の関心事は 「研究」で あった ことに由来するであろう。

 京都大学図書館 に期待 され る機 能 をバ ランスよ く展 開 させ るには、京都大学の構成員すべてによっ

て京都大学図書館 システ ムの固有の使命 を確認 し、その使命 を全 うさせ るための諸 目標 と、 目標達成

にいたる筋道 を明確 に した ビジ ョンと戦略計画の作成が求 められている。

 具体的には、印刷資料 に依存 しない利用者への対応 を明 らかに し、電子図書館機能の充実方策 を探

り、 さらには資料 と情 報の充実 についての共通の合意 を図 らなければな らないだ ろう。その過程にお

いて は、総合情報 メデ ィアセ ンター等の情報基盤 を支 えている部局 と 「附属 図書館」のユニオ ン形成

といった場面 も想定 され る。

 これ らの戦略計画 は、「附属図書館」 と 「部局図書室」 といった既存の組織 ・機 関の もつ課題 のみの

「調整」 とい う局面 には限定 され ないもので ある。全学 的な意思決定の機関が明確 に され る必要がある

だろう。

 今回の外部評価 を進め るにあたり、60に およぶ 「部局図書室」が 「附属図書館」の発意 による利用

者 ア ンケー トに積極的 に取 り組み、 自らの課題 を明確 に認識す るように行動 した ことは、厳 しい現実

を踏 まえた将来への明るい展望 を開 く可能性 が示 されてお り、大いに期待 され るところである。

2 機能を実現するための組織の姿:調 整 された分散方式

 京都 大学 図書館 システ ムは 「調整 された分散方式」 を組織の基本 として きた。 しか し現実は 「部局

図書室」が独 自の背景 をもって運営 され、集合体 としての京都大学図書館 システム という面が問題 に

なっていた。い わば 「調整 された」 内実 の再検討 が課題 となって いる。現在 の附属 図書館商議会 は

「部局 図書室」の運営等 に関す る審議 はできない。附属 図書館商議会 の審議事項 を拡充 した り、あるい

は別の組織 な どを設置 し、調整 の内実を明 らかにす るための、全学的な意思決定 を行 い、 その実現 ・

執行に責任 を有す る機 関 ・組織 が明確に される必要 がある。

 調整 は、図書館資源(人 材 ・組織 ・管理体制、資料 と情報 、その運営 と管理 に関わる財源、サ ービ

スなど)を 、 どのよ うに連携(統 合 と分散)さ せ るかが課題 である。 これ は図書館資源の性質 によっ

て異 なるものであ り、規模の メ リッ トが生 じるもの ・部局段階での集中/統 合 を図 るもの ・集 中 して

外部への委託 を検討す もの ・利用者 アクセスの見地 か ら分散 が強調 され るもの等に区分 して検討 しな

けれ ばならない。前節で述べ た機能別に、図書館資源の性格 を勘案 しなが ら、大胆 な京都大学図書館

システムの再編成 をも射程 にお く必要があるだろう。
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 教養部の廃止 と、総合人間学部の設置が、京都大学図書館 システムにとって は学習図書館機能の低

下 につ なが り、一方では、学部学生 が 「部局図書室」 に積極的に関わ りを もって くることを研究支援

機能への浸食 と理 解 されてい る状況 を、全学 的に整合 させ る必要に迫 られている。

 そ して、適切 な図書館 サービス を実現で きる運営単位 を検討 し、それ に対す る財政的な保障 を全学

的に合意 を求 めるなかで 「部局図書室」 と 「附属図書館」 を再編成 し、サ ービス低 下 を招 くことな く

進めることが求 められ る。

3 管理 ・運 営(財 政 と人事)

 まず財政面か ら述べ る。「附属図書館」 の財源は、文部省か ら事項指定で配布 され るもの と、当校費

か ら共通経費 として確保 され るものか らなる。しか し、この脈絡 においては、「附属図書館」が然 るべ

き予算額 を確保す るのは難 しい。文部省の対応 は、「事項指定経費 はいわば呼び水 的な配当であって、

基本 的に大学運営 は当校 費で対応す るの が原則」 とい うもので あり、一方 、学 内的 には、事項指定予

算額 は十分 なものでない とはいえ措置 されているために、学内共通経費 か ら必要追加分 を確保す るの

が極 めて困難で ある。特 に京都大学の場合、「調整 された分散方式」 において 「附属図書館」 を一部局

と して扱 うことによって、大学全体の図書館経費 を審議す ることは例外 的であ る。 しか し、一部局 図

書館 のための予算 ではな く、京都大学図書館 システムに対する予算 として、「附属図書館」 に適切な予

算が全学的合意 の もとに措置 され る必要 がある。平成12年 度 から国立大学予算の配当方式 が大 きく変

更 され る。 この時期 を捉 えて、京都大学 図書館 システムのための財源確保方式 の設定 が求 め られ る。

ここに見 られ る財政的基盤 の脆弱 さが、前節 に述べた調整機能 を弱 い もの として しまってい ることは

疑いがない だろう。提案 したよ うな組織 を設置 した として も、特別 な予算 を全学的 に措置 しないか ぎ

りは、再び 「連絡 を中心 とした調整」程度 にとどまることとなるだ ろう。

 こうした財政的基盤の弱 さは、「附属図書館」の資料費において も同様で ある。学習支援機能 を果た

す 中心的図書館サー ビスを実現す るには、各部局等に配分 され る学習支援経費 の相 当す る部分 を集 中

的に 「附属図書館」 に振 り向けることが必須 となるだ ろう。

 一方 「部局図書室」で はどうで あろうか。 ここで も、京都大学 におけ る 「附属図書館」 と同様な位

置づ けを見 出す ことがで きる。研究支援機能 を十分に果 たすため には、それ に応 じた財政基盤 が確保

され る必要がある。部局毎の 自治 の範囲で このことを実現するには、 その構成員の合意が必須で あり、

その ためには当該部局 での図書館 サービスを徹底す るなかで、構成 員の寄せ る期待 に応 える決意 を新

たに しなけれ ばならない。役に立 たない状況 が続 けば、ますます支持は弱 まり、役 に立たない状況 を

改善す る糸 口す らつかめな くな るだろ う。現状 を無条件 に肯定す るのではな く、現在の財政 的状況の

中でサー ビスで きる限界 を示 し、その改善 に必要 な目標値 と裏付 けを構成員 の納得で きる形 で作 り上

げることが重要である。

 「附属 図書館」 と 「部局図書室」 に通 じて言 えることで あるが、外部評価委員 の意見 として 「大胆

な業務委託」 が提起 されてい る。遂行 されている業務 を精確 に把握 し、例 えば規模の メ リッ トが明 ら

かな もの等 を複数の 「部局図書室」 が提携 して委託す ることを試み る等 といった ことも考慮 す る必要

があるだろう。部局 内での業務の完結性の限界が問われる場面 も想定 しなければな らないだろ う。

 財政的基盤 とあわせて重視すべ きものは人事政策である。「部局図書室」 が部局の研究支援 に直接的

に有用で あるためには、そこで図書館サ ービスを実現 してい る職員の質が問われ る。レファレンス ・

サー ビスが十分 に展開 され ていない状況 を改 める必要性 や、研究支援機能 をより重視 しなければな ら

ない今後のあ り方 、さらには学部学生 に対 して専門図書館的機能 にガイ ドす る必要性 が期待 されるな

ど、図書館職員の更 なる質の向上 が求め られる。

 図書館職 員の質 を向上 させ るには、京都大学図書館 システム全体 としての人事政策 が存在 しなけれ

ばな らない。職場の異動 に よる経験の積み上げといった ことも時に は必要で あろ うが、それ以上 に、

それぞれの職場 に期待 されている機能 を十全 に果たすために求め られてい る知識 と資質 を育て ること

の意義が強調 され、環境が醸成 され ることを期待す る。
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4 図書館 サ ー ビス

 前節で述べ た こ とであ るが、図書館 が 「どこまで」 サー ビスす るのか、出来 るの かな どの サー ビ

ス ・レベルの指標 につ いて明 らかにする必要 があ るだ ろう。図書館 が置かれている状 況の中での可能

な範囲 を、利用者の理解の もとで明示す ることが求め られ る。ア ンケー トで寄せ られてい る多 くのサ
ー ビスに関す る回答 が、要員不足 ・財源不足等では、いつ まで も過 ごせない ことは明 らかである。そ

れ らの 「不足」の生 じる背景について利用者の理解 を積極的に求めることが必要 だろう。

利用者 が求 めているサー ビスは、確 かに 「個々の要求に十分満足 できる内容」で あることは明確で

ある。けれ ども、すべての要求 に対 して、「附属図書館」な り個 々の 「部局図書室」 なりで応 えること

はで きない ことも明 らかであろう。 その限界 を示 す こととあわせて、永田委員が示 してい る 「メデ ィ

ア区分や組織 といった各種 の 「ボーダー」 を解消 す る」 ことが図書館 サービスの根本理念 として追求

され るべ きで ある。

 組織の 「ボ ーダー」 を解消す るには、研究室所蔵 資料 をも共同利 用が可能 な条件下 に置かなければ

ならない。 このためには、当該研究室の絶対的な理解がなければ実現出来 ない ことであ り、 と同時に、

その研究室が或 る時には 「ボーダー レス」 を求め る立場に立つ可能性 を秘めてい ることについて も理

解 を求める必要がある。

 図書館サ ービスを考 える時に、第H部 の冒頭で述べ た京都大学図書館 システムに期待 されている機

能があ り、研究支援 も学習支援 も、全体の一部で あることを無視 して はな らない。 さらに学習支援は、

大学院化 が完成 された後で も決 して変わ ることの ない機能であることも京都大学構成員 の理解 が必要

である。研究支援機 能の 中核 と考 えられている学術情報の提供 を充実 させ ることが、 とりもなお さず

学習環境 を質的 に向上 させ るものであることを椙互 に連関 させて考 えることは当然の ことである。

 情報技術の展 開は、図書館サービスに新 たなステージを用意す ることが予測 され る。それ らは、当

初 においては 「付加的」「付帯 的」サービスとして認識 され始め るだろう。財政状況 の厳 しさをこれ に

重ね合わせ ると、多 くの場合、それ らの新 しいサー ビスは特別 なもの と位置づ けられ 、「受益・者負担」

といったことが検討 され るだろう。けれ ども 「ボーダー レス」化の対象 をつ ぎつ ぎと拡張す るなかで、

吸収 され るもので あり、その方向で検討 しなければな らない。

 管理 ・運営 の効率化 は、 しば しば利用者 との接 点 を少 な くす ることによって果 たされ るが、図書館

サー ビスは利 用者 に とって最 も適切 なポイン トで果た され る必要 がある。両者 は 「ボーダーレス」化

の徹底によって整合 され る状況を作 り出せ るだろ う。

5 資料 と情報

 京都大学 は、大学院大学化 が進 め られてい る。当然の ことで あるが、 この状況 に応 じた資料 ・情報

が備 えられ なければな らない。大学院 レベル に相応 す る資料 ・情報 の充実 とそれ らの提供 が図 られな

ければな らない が、現況 は大学院大学化その もの が京都大学図書館 システ ムと連動 しない形で進行 し

てい るためズ レを生 じている。この結果 、構成員 とくに大学院生等に幻滅 を与 えることになっている。

この状況 を改善す るには、大学院 レベルに相応 した資料 と情報の早急 な充実 を、教員組 織 との協力の

下 に進める ことが求 め られ る。

 また、学生等 を対象 とす る学習支援機能 を充実 させ るために、その機能 を担当す る図書館等 が有 効

適切 に資料 ・情報 を収集で きる体制をつ くる必要 がある。 この ためには石原委員の提起 している 「例

えば予算の一定割合 を司書(=図 書館職員)の 判 断 によって執行 で きるよ うな制度」 が必要 だろ う。

大量 に生産 ・流通 してい る資料 ・情報 を的確 に京都大学図書館 システムに呼び込むための安定 的な体

制 を作 ることが必要 である。

 システムに収集 され た資料 ・情報は、随所で触れ てきたように、京都大学構成 員すべて が利用で き

るよ うに しなければな らない。言い古 された表現 であるが 「資源共有の原則」 を確立 し、公共の財産

として維持 ・管理 され る必要がある。構成員全体 がその ことについて理解 を深め るよ う働 きかける こ

とが求め られ る。それ は 「研究室所蔵」 とい う制度 その ものの見直 しまで繋 がるもので あ り、図書館

サービス体制 との連動下 で検討 されることを求めている。

所蔵 されていなが ら探索手段 の保障 されていない資料群の存在 は、早急 に解消す るよ うに努力 して
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ほ しい。すなわち、oPACへ の遡及入力 は、利用者が利用可能な資料 の幅 を広 げ るためにも重要 な業

務 として京都大学図書館 システムに位置づけ られ ることが必要である。

 独 自に進 めてい る電子化資料づ くり、デー タベースの形成 において も、この 「探索手段の保障 され

ていない資料群」 と同 じ思想で展 開 され ることが期待 され る。小山委員 が 「希 少価値 のある資料の保

存状態」 に懸念 を表 明 してい るが、京都大学 図書館 システムの中にそれ らを正当 に位置づ け、利用の

促進 と維持 ・管理 を企図す ることを求め る。

6 情報 システムと情報基盤

 前項 で述べ た電子化資料 ・デー タベ ースは、京都大学全体で利用 されてい る情報 システム ・情報基

盤の成果 に依存 している。現在 までは、情報基盤整備方針 は絶大な支持 を受けて進 め られて きたので、

京都大学 図書館 システム も大いにその成果 を利用することがで きた。 しか し、 これ らの基盤は 日進 月

歩で ある。時間の経過 とと もに陳腐化 も激 しくなるだろう。その維持 ・管理 ・更 新のテンポ も適切 に

実施 されなければな らないが、京都大学図書館 システムには、その任 にたえる組織 ・人材が十分 に育

っていない。学内の諸機関 と密接 に連携 を図 り、展開 を可能 とする体制 が求め られ る。

 「部局 図書室」 における情報基盤の維持 ・管理 ・更新 は、部局の責任 とされてい る。部局の中での

「部局図書室」の位置づけ如何 によっては、状況の変化 が懸念 され る。京都大学図書館 システムが当事

者 となって 「部局図書室」の情報基盤のあ り方を検討できる場が期待 され る。

7 施設 と設備

 第1部 で触れた点 であるが、資料 ・情報 の蓄積余力が限界に達 してい るところが散見 され る。一つ
一つの 「館 ・室」毎 にその解決 を図 るのではなく

、吉田地区な り宇治地区な りのキ ャンパ ス計画全体

と絡 めての解決策の検討 が始 め られる必要 がある。

 その計画の 中には、「デポジ ッ ト・ライブラリー」 とい う発想 もあ るだろ うし、 「部局図書室」の統

合化 ・一元化 も検討 されて よいだろ う。ただ、施設 ・設備 とい う面での検討 だけに終 わらせず 、京都

大学図書館 システム全体の 中で進 め られてい る業務全体 について統合 した り、性格 を変更 す るなども

検討に値す るだろう。いわば、図書館サー ビス全体の中での位置づ けを慎重 に考 え、利用者 サービス

の低下 を招 くことがあってはな らないと考 え られる。

8 広報活動

 広報活動 は、京都大学内部に とどめ る必要 はない。 もちろん主た る利 用者 であ る京都大学構成員に

対象 を絞 ることも必要で あるが、小山委員 が求めてい る 「地域 に開かれた、あるいは地域 と協 同で き

る」京都大学図書館 システムを指向 した活動 がな され るべ きである。 また、物理 的媒体 を限定 した広

報活動 か ら、展示 システム ・情報 システム ・講演会の開催等の活動 を強化 し、利用者 を積極 的に呼び

込む展開 を期待す る。

40


